
Ⅱ各説 第２章 保健予防 

 
  ■４０歳前の健康づくり健診における問診状況（人） 

年度 受診者数 
疲れているのに 2週間以上

不眠ありと答えた者 

医療機関受診など 

支援が必要な者 

3 955 106 10 

4 1,229 110 8 

5 1,604 134 37 

 
  ■ＳＯＳの出し方教育「自分を大切にしよう」実施状況（衛生部実施数） 

年度 実施回数・参加人数 

3 
区立中学校  5校 1,328人 

区立小学校  13校  992人 （※学校実施分含む合計 40校 4,721人） 

4 
区立中学校  5校 1,728人 

区立小学校  18校 1,491人 （※学校実施分含む合計 40校 5,008人） 

5 
区立中学校  9校 2,157人 都立高校 1校 466人 

区立小学校  18校 1,518人 （※学校実施分含む合計 101校 14,833人） 

  ※ 平成３０年度より、区教育委員会が主体となって行うＳＯＳの出し方教育が開始 

※ 令和５年度より、全区立小中学校での実施を目指している 

 
  ■ゲートキーパー研修実施状況 

年度 
初級（※1） 中級（※2） 上級 出張（住区含） 

回数 参加人数 回数 参加人数 回数 参加人数 回数 参加人数 

3 1 163 1 63 1 58 6 392 

4 2 215 2 168 1 64 12 658 

5 5 412 2 137 1 67 24 1,656 

  ※1 初級研修対象者：３年目職員（平成２６年度より）、窓口業務委託職員(令和５年度より)、一般区民、民生・ 

児童委員、関係機関職員等 

  ※2 中級研修対象者：係長級昇任職員、民生・児童委員等 

 
■インターネット・ゲートキーパー事業実施状況 

年度 

広告表示件数 

（キーワードを検索し 

 広告を表示した件数） 

ホームページ 

クリック数 
実相談者数 

3 93,622 5,635 115 

4 76,831 5,631 111 

5 85,554 6,625 110 

 
■インターネット・ゲートキーパー事業年齢別相談実績（人） 

年度 総数 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 
60歳 

以上 

3 115 34 44 20 8 6 3 

4 111 26 37 20 15 11 2 

5 110 24 33 29 10 9 5 

 
■自殺対策強化月間（９月、３月）の取り組み 

懸垂幕・横断幕掲出、パネル展示（本庁舎アトリウム、区内全図書館）、ポスター掲示 

（コミュニティバス、都バス、庁内・関係機関窓口、浴場、救急指定病院、住区センター等）、 

自殺対策啓発画像・ＤＶＤ放映（区内ビュー坊テレビ）、Ａメール配信 

令和２年度より、ハローワーク、東京商工会議所足立支部、足立労働基準監督署、北千住 

パブリック法律事務所で一般向け啓発ティッシュの配布を開始した。  
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

１５ 成人保健 
所管課 

 
データヘルス推進課 

根拠法令等 

高齢者の医療の確保に関する法律、足立区特定健康診査実施要綱、足立区特

定保健指導実施要綱、東京都後期高齢者医療広域連合健診事業実施要綱、足

立区後期高齢者医療健康診査実施要綱、足立区上乗せ項目等健康診査実施要

綱、健康増進法第１９条の２、足立区健康増進健康診査実施要綱、足立区簡

易血液検査事業実施要綱、足立区４０歳前の健康づくり健診実施要綱、足立

区がん検診実施要綱 

 

概   要 
 区では、昭和５８年の老人保健法の施行に伴い、下記のように各種健（検）診事業に取り組ん
できた。今後も国の動向や費用対効果を十分考慮し、より高い保健ニーズに応えられるような健
（検）診体制の整備を進めていくとともに、区民の健康づくりに対する意識の醸成を図っていく。 
 
ア 健康診査（１８歳から３９歳まで） 

平成８年度から女性を対象として実施していたが、平成２６年度からは対象に男性も加えて  
「４０歳前の健康づくり健診」へと拡大した。平成２７年度からは、自宅に採血キットを送付し

て検査する簡易血液検査を民間事業者との実証事業として開始し、平成３０年度からは区の事業へ
と移行した。なお、平成２７年度以降は、「４０歳前の健康づくり健診」と３５歳を対象とした「若
年者健康診査」は、対象者や実施内容が重複することから事業を統合した。 
 

イ 健康診査（４０歳以上） 
平成２０年度からは医療制度改革により、４０歳以上を対象としていた健康診査は、「高齢者の

医療の確保に関する法律」や「健康増進法」に基づく「特定健康診査」、「後期高齢者医療健康診査」
へと移行して実施している。 
 

ウ がん検診 
国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づく「胃がん内視鏡検診」「肺

がん検診」「大腸がん検診」「子宮頸がん検診」「乳がん検診」のほか、それぞれのがんの予防と早
期発見を目的とした「胃がんハイリスク検診」、「前立腺がん検診」を実施している。 
平成２８年度から受診可能ながん検診が全て記載された総合受診券方式を導入し、平成３０年度

からは「特定健康診査」、「後期高齢者医療健康診査」に大腸がん検診受診券を同封するなど、わか
りやすく、セットで受診できる体制を推進してきた。 
 

エ その他 
肝炎ウイルスへの罹患の早期発見・早期治療を目的とした「肝炎ウイルス検診」と、糖尿病や眼

科疾患の早期発見・早期治療を目的とした「糖尿病・成人眼科健診」を実施している。 
 

実 績 表 
■健康診査・検診と精密検査、健康教育などとの関係 

特定健康診査 

所

見 

あ

り 

特定保健

指導 

特定保健指導実施医療機関での積極的支援  

特定保健指導実施医療機関での動機付け支援 

要医療 医療機関での精密検査・治療 

後期高齢者医療健康診査 

所見あり 医療機関での精密検査・治療 健康増進健康診査 

簡易血液検査 

４０歳前の健康づくり健診 
保健指導 保健指導、栄養指導など 

受診勧奨 医療機関での精密検査・治療 

各種がん検診 要精密検査 医療機関での精密検査・治療 

肝炎ウイルス検診 陽性 医療機関での治療 

糖尿病・成人眼科健診 所見あり 医療機関での精密検査・治療 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

健（検）診体系図 

※1 対象者全員に受診券を送付 
※2 対象者に利用券を送付 
※3 対象者に検査案内状を送付 
※4 40・45・50・55・60・65・70 歳に受診券を送付 
※5 前々年度受診者、50・55・60・65・70歳に受診券を送付 
※6 前年度受診者、40・45・50・55・60・65・70歳に受診券を送付 
※7 前年度受診者、40・45・50・55・60・65・70 歳に受診券を送付、また、「特定健康診査」及び「後期

高齢者医療健康診査」に大腸がん検診受診券を同封 

健(検)診 名 称 
健(検)診内容 
または実施形態 

対象年齢 
（年度末年齢） 

実 施 場 所 等 通 知 方 法 

特 定 健 康 診 査 健 康 診 査 4 0 歳 ～ 7 4 歳 区内指定医療機関 個別通知(※1) 

特 定 保 健 指 導 保 健 指 導 4 0 歳 ～ 7 4 歳 区内指定医療機関 個別通知(※2) 

後 期 高 齢 者          
医 療 健 康 診 査 健 康 診 査 7 5 歳 以 上 区内指定医療機関 個別通知(※1) 

健 康 増 進 健康 診査 健 康 診 査 4 0 歳 以 上 区内指定医療機関 広 報 周 知 

簡 易 血 液 検 査 血 液 検 査 1 8 歳 ～ 3 9 歳 
簡 易 血 液 検 査 

キ ッ ト を 送 付 

広 報 周 知 

個別勧奨(※3) 

40歳前の健康づくり 
健 診 

健 康 診 査 1 8 歳 ～ 3 9 歳 各保健センター 広 報 周 知 

胃 が ん ハ イ リ ス ク 
検 診 

ピロリ菌抗体検査 
ペプシノゲン法検査 

4 0 歳 ～ 7 4 歳 区内指定医療機関 
広 報 周 知 
個別勧奨（※4） 

胃 が ん 内 視鏡 検診 経口・経鼻内視鏡検査 
5 0歳以上前年度 
未 受 診 の 区 民 
( 2 年 度 に 1 回 ) 

区内指定医療機関 
広 報 周 知 
個別勧奨(※5) 

肺 が ん 検 診 
胸 部 Ｘ 線 検 査 
喀 痰 検 査 4 0 歳 以 上 区内指定医療機関 

広 報 周 知 
個別勧奨(※6) 

大 腸 が ん 検 診 便 潜 血 反 応 検 査 4 0 歳 以 上 区内指定医療機関 
広 報 周 知 
個別勧奨(※7) 

子 宮 頸 が ん 検 診 
膣 鏡 診 
頸 部 細 胞 診 検 査 

2 0歳以上前年度 
未 受 診 の 女 性 
( 2 年 度 に 1 回 ) 

区内指定医療機関 
広 報 周 知 
個 別 勧 奨 
(※8、10、13) 

乳 が ん 検 診 マンモグラフィ撮影 
4 0歳以上前年度 
未 受 診 の 女 性 
( 2 年 度 に 1 回 ) 

区内指定医療機関 
広 報 周 知 
個 別 勧 奨 
(※9、10、13) 

前 立 腺 が ん 検 診 
前 立 腺 特 異 抗 原 
（ Ｐ Ｓ Ａ ） 検 査 6 0歳～ 6 4歳男性 区内指定医療機関 

広 報 周 知 
個別勧奨(※11) 

肝 炎 ウ イ ルス 検診 

Ｈ Ｂ ｓ 抗 原 検 査 
ＨＣＶ抗体の検出 
Ｈ Ｃ Ｖ 抗 体 検 査 
ＨＣＶ核酸増幅検査 

肝炎ウイルス検診

未 受 診 の 区 民 
区内指定医療機関 

広 報 周 知 
個別勧奨(※12) 

糖尿病・成人眼科健診 

矯 正 視 力 検 査 
屈 折 検 査 
細 隙 灯 検 査 
眼 圧 検 査 
眼 底 検 査 

45,50,55,60,65歳 区内指定医療機関 
広 報 周 知 
個別勧奨(※1) 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

 

健(検)診 名 称 申込方法 
受診時期 
期 間 等 費用 そ の 他 

特 定 健 康 診 査 申 込 不 要 5月～1月 無 料 
国民健康保険加入者に対
して実施 

特 定 保 健 指 導 申 込 不 要 8月～7月 無 料 
特定健診受診者のうち、生
活習慣の改善が必要と判
断された者に対して実施 

後 期 高 齢 者          

医 療 健 康 診 査 
申 込 不 要 5月～1月 無 料 

後期高齢者医療制度加入
者に対して実施 

健康増進健康診査 
窓 口 
は が き 申 込 11月～1月 無 料 

特定健診・後期高齢者医療
健診などの健診機会がな
い区民に対して実施 

簡 易 血 液 検 査 電 子 申 請 8月～12月 無 料  

40歳前の健康づくり

健 診 
電 子 申 請 5月～1月 無 料  

胃 が ん ハ イ リ ス ク 

検 診 

窓 口 
は が き 申 込 
電 子 申 請 

4月～2月 1,000円 
 

胃がん内視鏡検診 
窓 口 
は が き 申 込 
電 子 申 請 

4月～2月 2,000円 
 

肺 が ん 検 診 
窓 口 
は が き 申 込 
電 子 申 請 

4月～2月 
X線800円 

喀痰300円 

 

大 腸 が ん 検 診 
窓 口 
は が き 申 込 
電 子 申 請 

4月～2月 300円 
 

子 宮 頸 が ん 検 診 
窓 口 
は が き 申 込 
電 子 申 請 

4月～2月 500円  

乳 が ん 検 診 
窓 口 
は が き 申 込 
電 子 申 請 

4月～2月 500円  

前 立 腺 が ん 検 診 
窓 口 
は が き 申 込 
電 子 申 請 

4月～2月 800円  

肝炎ウイルス検診 
窓 口 
電 子 申 請 通 年 無 料  

糖尿病・成人眼科健診 申 込 不 要 6月～3月 無 料  

※8 前々年度受診者、20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳に受診券を送付 
※9 前々年度受診者、40・45・50・55・60・65・70歳に受診券を送付 
※10 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業により、対象者(4月 1日現在、子宮頸がん 20歳、

乳がん 40歳)に無料クーポン券を送付 
※11 60歳に受診券を送付 

※12 40歳に受診券を送付 

※13 子宮頸がん 22～58歳の偶数年齢の対象者、乳がん 42～58歳の偶数年齢の対象者にリーフレット 

   型受診券を送付（ただし、30、40、50歳を除く） 
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                                Ⅱ各説 第３章 健康づくり  

１５ 成人保健 

（１）特定健康診査・特定保健指導、後期

高齢者医療健康診査 

所管課  

データヘルス推進課 

根拠法令等  
高齢者の医療の確保に関する法律、足立区特定健康診査実施要綱、足立区特定保健指

導実施要綱、東京都後期高齢者医療広域連合健診事業実施要綱、足立区後期高齢者医

療健康診査実施要綱、足立区上乗せ項目等健康診査実施要綱 

 

目 的 
  内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の早期発見と予防を目的としている。 

 

事 業 内 容 

足立区国民健康保険に加入している４０歳から７４歳までの区民を対象として、特定健康診査

及び特定保健指導を、後期高齢者医療制度に加入している区民を対象に、後期高齢者医療健康診

査を区内指定医療機関にて実施している。また、特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査を受

診する際、区の「上乗せ項目健康診査」も併せて実施している。 

 

健診対象者 
ア 特定健康診査・特定保健指導 

足立区国民健康保険に加入している４０歳から７４歳（年度末年齢）の区民 

 

 イ 後期高齢者医療健康診査 

   後期高齢者医療制度に加入している区民 

 

 ウ 上乗せ項目健康診査 

特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査を受診した区民 

足立区以外の医療保険者が、足立区医師会に委託して実施する特定健康診査を受診した

区民 
 

検査内容  
■ 特定健康診査・後期高齢者医療健康診査 

必 須 検査  

既往症の調査（服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む） 

自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

身体計測（身長、体重、腹囲（健診対象者（イ）は実施せず）、ＢＭＩ） 

血圧測定（収縮期血圧、拡張期血圧） 

血中脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール） 

肝機能検査（ＡＳＴ(ＧＯＴ)、ＡＬＴ(ＧＰＴ)、γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）） 

血糖検査（空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃ）、尿検査（糖、蛋白） 

※1 選 択 検 査 貧血検査、心電図検査、眼底検査、血清クレアチニン、ｅＧＦＲ 

※2 上乗せ項目 

健 康 診 査 

胸部Ｘ線検査、血清クレアチニン※3、ｅＧＦＲ※3、血清尿酸、血清アルブ

ミン、総コレステロール、ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール 

※1 健康状況により医師が選択して行う検査 
※2 受診者の希望により行う検査 

※3 選択検査の基準に該当しない方に上乗せ項目健康診査として実施 

 

■特定保健指導の基準  ※下記のア、イともに該当する者 
ア 腹囲が男性８５㎝、女性９０㎝以上、またはＢＭＩが２５以上 

 

イ 以下の項目のうち１つ以上該当する 

・血糖：空腹時血糖１００㎎／dL以上、またはＨｂＡ１ｃ５．６％以上 

・脂質：中性脂肪１５０㎎／dL以上、またはＨＤＬコレステロール４０㎎／dL未満 

・血圧：収縮期１３０㎜ Hg以上、または拡張期８５㎜ Hg以上  
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

実 績 表 
■特定健康診査実施状況（法定報告値） 

   区分 

 

年度 

対象者数 

（人） 

受診者数 

（人） 

受診率 

（％） 

2 94,549 36,942 39.1 

3 91,239 37,696 41.3 

4 84,749 34,777 41.0 

※ 5年度法定報告値は 6年 11月以降発表されるため、4年度法定報告値まで掲載 
資料：衛生部データヘルス推進課、区民部国民健康保険課 

■特定保健指導実施状況（法定報告値） 

   区分 

 

年度 

対象者数 

（人） 

利用者数 

（人） 

終了率 

（％） 

2 4,109 217 5.3 

3 4,065 239 5.9 

4 3,712 229 6.2 

※ 5年度法定報告値は 6年 11月以降発表されるため、4年度法定報告値まで掲載 
資料：衛生部データヘルス推進課、区民部国民健康保険課 

■後期高齢者医療健康診査実施状況 

   区分 

 

年度 

対象者数 

（人） 

受診者数 

（人） 

受診率 

（％） 

3 82,625 41,847 50.7 

4 83,979 42,916 51.1 

5 86,080 42,941 49.9 

資料：衛生部データヘルス推進課、区民部高齢医療・年金課 

■上乗せ項目健康診査実施状況（件） 

             区分 

 

年度 
胸部Ｘ線 血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ 血清尿酸 血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ等 

3 83,318 18,892 86,245  

4 81,727 17,980 84,609  

5 79,051 17,077 81,881 81,881 

 

国保特定健康診査 35,160 9,945 37,131 37,131 

後期高齢者医療健康診査 42,199 6,444 42,943 42,943 

国保外特定健康診査 1,692 688 1,807 1,807 

  ※ 血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ等は 5年度から追加  

 

39.1

41.3 41.0

38

40

42

2年度 3年度 4年度

特定健康診査受診率(％)

50.7 51.1

49.9 

49.0

50.0

51.0

52.0

3年度 4年度 5年度

後期高齢者医療健康診査受診率(％)

内 

訳 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

１５ 成人保健 

（２）健康増進健康診査 

所管課 
 

データヘルス推進課 

根拠法令等  
健康増進法第１９条の２ 

足立区健康増進健康診査実施要綱 

 

目 的 
内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の早期発見と予防を目的としている。 

 

事 業 内 容 

特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査の受診対象者とならない区民に対し、健康増進法に基

づく健診機会を提供するため、平成２０年度から区内指定医療機関にて実施している。 

 

健診対象者  
ア 健診実施年度の１２月１日以降に足立区国民健康保険に加入した４０歳以上（年度末年齢）

の区民 

イ 健診実施年度の１２月１日以降に後期高齢者医療制度に加入した区民 

ウ 生活保護または中国残留邦人等支援給付を受給している４０歳以上（年度末年齢）の区民 

 

検査内容  

必 須 検 査  

既往症の調査（服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む） 

自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

身体計測（身長、体重、腹囲（健診対象者（イ）は実施せず）、ＢＭＩ） 

血圧測定（収縮期血圧、拡張期血圧） 

血中脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール） 

肝機能検査（ＡＳＴ(ＧＯＴ)、ＡＬＴ(ＧＰＴ)、γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）） 

血糖検査（空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃ）、尿検査（糖、蛋白） 

※1 選 択 検 査 貧血検査、心電図検査、眼底検査、血清クレアチニン、ｅＧＦＲ 

※2 上乗せ項目 

健 康 診 査 

胸部Ｘ線検査、血清クレアチニン※3、ｅＧＦＲ※3、血清尿酸、血清アルブ

ミン、総コレステロール、ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール 

※1 健康状況により医師が選択して行う検査 
※2 受診者の希望により行う検査 

※3 選択検査の基準に該当しない方に上乗せ項目健康診査として実施 

 

 

実 績 表 
■健康増進健康診査実施状況                

   区分 
受診者数 

（人） 

健診結果 

 

年度 
異常なし 異常所見あり 

3 1,091 12 1,079 

4 1,087 10 1,077 

5 1,193 11 1,182 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

１５ 成人保健 

（３）簡易血液検査(若年者の健康づくり事業) 

所管課 
 

データヘルス推進課 

根拠法令等 
健康増進法第４条 

足立区簡易血液検査事業実施要綱 

 

目 的 
  特定健診未受診者対策及び若年者への健診機会の提供を目的としている。 

 

事 業 内 容 
 １８歳から３９歳（年度末年齢）の区民を対象に、自宅へ簡易血液検査キットを送付し、検査を

実施する。 

 

 

検 査 項 目 

中性脂肪、総コレステロール、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール、

血糖、ＨｂＡ１ｃ、ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）、

尿素窒素、クレアチニン、尿酸、総タンパク、アルブミン 
 

 

受診方法・結果説明  

  受診者が区へ検査申込みを行い、区から送信される検査案内メールにより実施事業者が設けるホ

ームページへアクセスし検査登録を行う。登録後、郵送された簡易血液検査キットにより採取した

検体を返送し、ホームページ上で検査結果を閲覧する。 

 

開 始 時 期 
平成２７年度から民間事業者と協定を締結し、実証事業を開始した。平成３０年度からは協定期

間終了に伴い、区の独自事業として実施している。 

 

実 績 表 
■簡易血液検査実施状況（受診結果） 

     区 分 

 

年 度 

受診者数 

（人） 

検査結果 

所見なし 所見あり 

3 1,552 245 1,307 

4 1,506 164 1,342 

5 1,205 188 1,017 

内 

訳 

10代 26 5 21 

20代 288 52 236 

30代 891 131 760 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

１５ 成人保健 

（４）４０歳前の健康づくり健診 

(若年者の健康づくり事業) 

所管課 

 
データヘルス推進課 

根拠法令等  健康増進法第４条、足立区４０歳前の健康づくり健診実施要綱 

目 的 
 将来の生活習慣病予防及び４０歳からの特定健診・特定保健指導の動機づけを目的としている。 

                                              

事業内容  
 健診機会のない１８歳から３９歳（年度末年齢）の区民に対し、健診機会を提供するため、各保
健センターにて実施している。 

 

検査内容  

問診（現症、既往歴、家族歴、生活習慣、過去の健診受診状況等） 

身体計測（身長、体重、腹囲、ＢＭＩ）、打聴診（心雑音、不整脈、呼吸音異常、その他） 

血圧測定（収縮期血圧、拡張期血圧） 

脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール） 

肝臓検査（ＡＳＴ(ＧＯＴ)、ＡＬＴ(ＧＰＴ)、γ－ＧＴＰ） 

糖尿病検査（血糖、ＨｂＡ１ｃ、尿糖） 

腎臓検査（クレアチニン、尿酸、尿蛋白、ｅＧＦＲ） 

貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値）、体組成測定、胃がんハイリスク検査 

 

結果説明・保健指導  

検査項目の結果に応じて受診者に対し適切な保健指導を行う。また、ＨｂＡ１ｃの値が保健指
導判定値や、生活習慣病関連項目が受診勧奨判定値の者には、電話等による事後フォローを行っ
ている。 

 

開始時期  
平成２６年度から開始した。平成２７年度には、対象者や実施内容が重複する健診であった、若

年者健康診査と統合した。 
 

実 績 表 
■４０歳前の健康づくり健診実施状況（受診結果）           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■結果による事後フォロー対象者 

年度 
受診者数 

（人） 

対象者（延） 

ＨｂＡ１ｃ 

保健指導判定値 

生活習慣病関連項目 

受診勧奨判定値 

3 955 182 152 

4 1,290 376 235 

5 1,604 390 283 

     ※ 保健指導判定値、受診勧奨判定値の両方に該当する者あり 

    区分 

年度 
受診者（人） 

健診結果・指導区分 

異常なし 保健指導 受診勧奨 

3 955 253 326 376 

4 1,290 299 467 524 

5 1,604 362 591 651 

 
男性 512 80 188 244 

女性 1,092 282 403 407 

 

内 

訳 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

１５ 成人保健 

（５）胃がんハイリスク検診 

所管課 
 

データヘルス推進課 

根拠法令等  健康増進法第１９条の２、足立区がん検診実施要綱 

 

目 的 
 胃がんの早期発見・早期治療及び死亡率の低下を目的としている。 

 

事 業 内 容 
４０歳から７４歳（年度末年齢）の区民を対象に、血液検査（ピロリ菌抗体、ペプシノゲン法）

を区内指定医療機関にて実施し、胃がんの発がんリスクを明らかにする。その結果に応じて精密検

査（内視鏡検査）の受診勧奨を行う。 

 

開始時期及び変遷 
 平成４年度から、節目健康診査において、間接Ｘ線法検査（Ｘ線法）を各保健センターにて開始

した。平成８年度からは、Ｘ線法から血清ペプシノゲン法検査（ＰＧ法）に移行した。平成１４年

度から、生活習慣病予防（消化器）健診に追加して、ＰＧ法を区内指定医療機関にて実施した。そ

の後、平成２０年度には、ＰＧ法とピロリ菌抗体検査と大腸がん検診をセットにし、「ピロリ検診」

と名称変更のうえ各保健センターで実施し、平成２４年度で終了した。平成２５年度からは区内指

定医療機関にて胃がんハイリスク検診を実施している。 

 

実 績 表 
■胃がんハイリスク検診実績数（一次検診）         （令和６年５月末現在） 

   区分 

 

年度 

対象者数 受診者数 受診率 

検診結果 

異常なし 要精検 

 3 167,994 4,206 2.5 2,709 1,497 

4 167,537 3,444 2.1 2,233 1,211 

5 165,998 2,652 1.6 1,641 1,011 

   
■胃がんハイリスク検診実績数（精密検査）             （令和６年５月末現在） 

   区分 

 

年度 

要精検者数 受診者数 

精密検査結果内訳 

未把握 異常

なし 
がん がんの疑い その他の疾患 

3 1,497 940 114 6 17 803 557 

4 1,211 817 108 8 19 682 394 

5 1,011 438 62 3 9 364 573 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

１５ 成人保健 

（６）胃がん内視鏡検診 

所管課 
 

データヘルス推進課 

根拠法令等 健康増進法第１９条の２、足立区がん検診実施要綱 

 

目 的 
 胃がんの早期発見・早期治療及び死亡率の低下を目的としている。 

 

事 業 内 容 
５０歳以上（年度末年齢）で、前年度未受診の区民（２年度に１回）を対象に、問診・経口内視

鏡または経鼻内視鏡を区内指定医療機関で実施する。 

 

開始時期及び変遷 
 令和元年７月から開始した。 

 

実 績 表 
■胃がん内視鏡検診実績数（一次検診）             （令和６年５月末現在） 

   

区

分 

 

年度 

対象者

数 

受診者

数 
受診率 

検診結果 

異常なし 要経過観察 要精密検査 

 

3 160,499 6,205 6.4 2,390 3,016 799 

4 162,601 5,608 7.2 2,569 2,769 270 

5 164,552 6,387 7.3 2,923 3,202 262 

受診率＝(「前年度の受診者数」+「当該年度の受診者数」-「前年度及び当該年度における 
２年連続受診者数」)÷「当該年度の対象者数」×100 
ただし、事業を開始した令和元年度は、上記の計算式は適用しない。 

※ 4年度から受診票を変更し要精密検査の中でも「胃がん疑い」のみを要精密検査として集計。 
 
■胃がん内視鏡検診実績数（精密検査）              （令和６年５月末現在） 

区分 

 

年度 

要精検者数 受診者数 

精密検査結果内訳 未 

把 

握 異常なし がん がんの疑い その他の疾患 

3 799 732 45 23 106 558 67 

4 270 249 194 16 2 37 21 

5 262 － － － － － － 

※ 5年度実績数は未確定のため、4年度分まで掲載 
※ 4年度から受診票を変更し、「胃がんなし」を異常なしとして集計。 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

１５ 成人保健 

（７）肺がん検診 

所管課  

データヘルス推進課 

根拠法令等 健康増進法第１９条の２、足立区がん検診実施要綱 

 

目 的 
 肺がんの早期発見・早期治療及び死亡率の低下を目的としている。 

 

事 業 内 容 
４０歳以上（年度末年齢）の区民を対象に、胸部Ｘ線直接撮影及びかく痰細胞診検査を区内指定

医療機関にて実施している。 

 

開始時期及び変遷 
 昭和６３年度から、所内健診、巡回健診、５０歳健康診査及び成人病検診、また平成４年度から

節目健康診査において胸部Ｘ線直接撮影及びかく痰細胞診検査を実施していた（医療制度改革によ

り平成１９年度で終了）。 

平成２０年度から平成２５年度までは４０歳以上の区民を対象に、胸部Ｘ線直接撮影及びかく痰

細胞診検査を各保健センターで、毎月１回、一般健康相談実施日に実施していた（ただし、平成

２５年度中央本町地域・保健総合支援課では未実施）。平成２６年度からは区内指定医療機関にて

胸部Ｘ線直接撮影及びかく痰細胞診検査を実施している。 

なお、胸部Ｘ線の撮影は２名以上の医師による二重読影を行っている。 

 

実 績 表 
■肺がん検診実績数（一次検診）                  （令和６年５月末現在） 

   区分 

 

年度 

対象者数 受診者数 受診率 
異常なし 

(判定不能を含む) 

要経過 

観察 

要精密検査 

肺がん以外の疑い 肺がんの疑い 

3 228,189 10,158 4.5 8,520 1,100 314(40) 224(25) 

4 228,527 9,734 4.3 9,419 - 117(19) 198(29) 

5 228,604 8,884 3.9 8,540 - 109(10) 235(30) 

※ 令和４年度から判定区分を「異常なし」と「要精密検査」で実施 
 
■肺がん検診実績数（精密検査）                  （令和６年５月末現在） 

   区分 

 

年度 

要精検者数 受診者数 

精密検査結果内訳 未 

把 

握 
異常なし がん がんの疑い その他の疾患 

3 538(65) 336(43) 187(19) 1(1) 16(3) 132(20) 202 

4 315(48) 197(27) 97(7) 2(1) 13(2) 85(17) 118 

5 344(40) 182(19) 79(9) 1(1) 14(1) 88(8) 162 

※ ()内の数字はかく痰検査の再掲である。 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

 

１５ 成人保健 

（８）大腸がん検診 

所管課 
 

データヘルス推進課 

根拠法令等  健康増進法第１９条の２、足立区がん検診実施要綱 

 

目 的 
大腸がんの早期発見・早期治療及び死亡率の低下を目的としている。 

 

事業内容  
４０歳以上（年度末年齢）の区民を対象に、問診及び免疫学的便潜血反応検査を区内指定医療機

関にて実施している。 

 

開始時期及び変遷 
平成２年度から５０歳健康診査にあわせて実施し、平成４年度から節目健康診査において実施

した。また、平成１７年度から生活習慣病予防（消化器）健診対象者のうち４０、５０、６０歳の

区民に対して、平成１８年度からは生活習慣予防（消化器）健診のすべての対象者に対して、大腸

がん検診を追加して実施した（医療制度改革により平成１９年度で終了）。 

平成２０年度から大腸がん検診（対象：４０歳以上の区民）を区内指定医療機関において実施

している。 

また、ＰＧ法と大腸がん検診をセットにした消化器健診は、平成２０年度からＰＧ法にピロリ

菌抗体検査を加えた「胃健診」と「大腸がん検診」をセットにし、「ピロリ検診」と名称変更し、

実施した。検査内容は、問診と免疫学的便潜血反応検査で、問診による有症状者及び便潜血反応

陽性者等には、医療機関での精密検査をすすめていた（平成２４年度で終了）。平成２５年度から

は、大腸がん検診として問診と免疫学的便潜血反応検査を区内指定医療機関で実施している。 

 

実 績 表 
■大腸がん検診実績数（一次検診）                 （令和６年５月末現在） 

区分 

 

年度 
対象者数 受診者数 受診率 

検診結果 

判定不能 異常なし 要精密検査 

  3 229,016 41,973 18.3 7 36,326 5,640(2,378) 

  4 229,358 40,119 17.5 16 36,780 3,323 

  5 229,431 38,355 16.7 6 35,244 3,105 

※ ()内の数字は令和３年度まで実施していた「問診による精密検査」 
 
■大腸がん検診実績数（精密検査）                                 （令和６年５月末現在） 

  区分 

 

年度 

要精検者数 受診者数 

精密検査結果内訳 未 

把 

握 異常なし がん がんの疑い その他の疾患 

  3 
5,640 2,509 511 117 1 1,880 3,131 

(2,378) (449) (141) (2) (—) (306) (1,929) 

  4 3,323 2,131 361 108 0 1,662 1,192 

  5 3,105 1,698 280 96 1 1,321 1,407 

※ ()内の数字は「問診による精密検査」の再掲である。 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

 

１５ 成人保健 

（９）子宮頸がん検診 

所管課 
 

データヘルス推進課 

根拠法令等 健康増進法第１９条の２、足立区がん検診実施要綱 

 

目 的 
 子宮頸がんの早期発見・早期治療及び死亡率の低下を目的としている。 

 

事業内容  
２０歳以上（年度末年齢）の女性で、前年度未受診の区民（２年度に１回）を対象に、子宮頸部

の細胞診検査を区内指定医療機関にて実施 
 

開始時期及び変遷 
平成４年度から子宮頸部の細胞診検査を実施している。 

子宮頸がん検診の細胞診報告様式については、平成２３年度までは日母分類、平成２４年度から

は日母分類とベセスダシステムとの併用で実施していたが、令和元年度からベセスダシステムのみ

で実施している。 
 
実 績 表 
■子宮頸がん検診実績数（一次検診）                （令和６年５月末現在） 

区分 

 

年度 

対象者数 受診者数 受診率 

検診結果 

判定不能 異常なし 要精密検査 

3 166,429 15,157 17.6 14 14,759 384 

4 166,650 15,954 18.6 21 15,496 437 

5 167,658 17,008 19.6 13 16,559 436 

受診率＝(「前年度の受診者数」+「当該年度の受診者数」-「前年度及び当該年度における２年
連続受診者数」)÷「当該年度の対象者数」×100 
 
■子宮頸がん検診実績数（精密検査）                （令和６年５月末現在） 

   区分 

 

年度 

要精検者数 受診者数 

精密検査結果内訳 未 

把 

握 
異常なし がん がんの疑い 

その他の

疾患 

3 384 292 52 6 233 1 92 

4 437 311 36 5 269 1 126 

5 436 225 36 7 182 0 211 

 
  
■女性がん予防のための健康教育実施状況 

区分 
 
年度 

回数 参加人員 
内訳 

中
央
本
町 

竹

の

塚 

江 
 

北 

千 
 

住 

東

部 

3 18 213 

4 29 334 

5 41 738 173 169 137 107 152 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

１５ 成人保健 

（１０）乳がん検診 

所管課 
 

データヘルス推進課 

根拠法令等  健康増進法第１９条の２、足立区がん検診実施要綱 

 

目 的 
乳がんの早期発見・早期治療及び死亡率の低下を目的としている。 

 

事 業 内 容 
４０歳以上（年度末年齢）の女性で、前年度未受診の区民（２年度に１回）を対象に、マンモグ

ラフィ（胸部Ｘ線撮影）、問診を区内指定医療機関にて実施。普及啓発のための取り組みとして、

平成１６年から乳がん月間である１０月に、データヘルス推進課、自主グループ「たんぽぽの会」、

各保健センター、医療機関、民間企業などと組織した実行委員会が「ピンクリボンあだちミニウォ

ーク＆講演会」を実施している。また、女性がん予防のための健康教育については、各保健センタ

ー等にて実施し、平成１６年から乳がんの自己検診法など、知識の普及に努めている。 

 

開始時期及び変遷 
平成１５年から、マンモグラフィと視触診を併用した検診を開始した。判定結果によって、要

精密検査と判定された者には、医療機関での精密検査をすすめている。国の指針の改正に伴い、

平成２９年度から視触診を廃止し、現在はマンモグラフィのみを実施している。 

  

実 績 表 
■乳がん検診実績数（一次検診）              （令和６年５月末現在） 

   区分 

対象者数 受診者数 受診率 

検診結果 

 

年度 
判定不能 

異常なし 

(所見あるが精

検不要を含む) 

要精検者数 

3 125,589 11,054 16.1 1 10,480 573 

4 125,862 10,308 16.9 4 9,732 572 

5 125,984 11,184 17.0 458 10,174 552 

受診率＝(「前年度の受診者数」+「当該年度の受診者数」-「前年度及び当該年度における 
２年連続受診者数」)÷「当該年度の対象者数」×100 

 ※ 令和５年度「判定不能」の数値は検診結果確定前も含む。 
 
■乳がん検診実績数（精密検査）                 （令和６年５月末現在） 

  区分 

要精検者数 受診者数 

精密検査結果内訳 
未

把

握 

 

 

年度 

異常なし がん がんの疑い 
その他 

の疾患 

3 573 541 127 58 5 351 32 

4 572 543 153 63 3 324 29 

5 552 270 90 19 3 158 282 

 
■ピンクリボンあだち講演会等実施状況 

年度 講演会参加者数 講演会映像配信の再生回数 
ウィッグ、胸部補整具の
展示・体験参加者数 

3 - - - 

4 - - - 

5 40 1,025 31 

 ※ 令和２年度から４年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止  
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

１５ 成人保健 

（１１）前立腺がん検診 

所管課 
 

データヘルス推進課 

根拠法令等  健康増進法第１９条の２、足立区がん検診実施要綱 

 

目 的 
 前立腺がんの早期発見・早期治療及び死亡率の低下を目的としている。 

 

事業内容  
６０歳から６４歳（年度末年齢）の男性区民を対象に、前立腺特異抗原(ＰＳＡ)検査を区内

指定医療機関にて実施している。 
 

開始時期  
平成１７年から区内指定医療機関において実施している。 

 

実 績 表 
■前立腺がん検診実績数（一次検診）                （令和６年５月末現在） 

   区分 

 

年度 

対象者数 受診者数 受診率 

検診結果 

判定不能 異常なし 要精密検査 

3 18,632 908 4.9 - 851 57 

4 19,105 1,001 5.2 1 929 71 

5 19,835 932 4.7 - 865 67 

   
 ■前立腺がん検診実績数（精密検査）                （令和６年５月末現在） 

   区分 

 

年度 

要精検者数 受診者数 

精密検査結果内訳 未

把

握 
異常なし がん がんの疑い その他の疾患 

3 57 24 9 0 4 11 33 

4 71 42 16 2 8 17 28 

5 67 28 12 1 5 10 39 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

１５ 成人保健 

（１２）肝炎ウイルス検診 

所管課 
 

データヘルス推進課 

根拠法令等 健康増進法第１９条の２、足立区肝炎ウイルス検診事業実施要綱 

 

目 的 
 肝炎ウイルスを早期発見・早期治療し、肝硬変、肝がんへの進行の予防を目的としている。 

 

事 業 内 容 
肝炎ウイルス検診未受診の区民を対象にＢ型肝炎ウイルス検査（ＨＢｓ抗原検査）、Ｃ型肝炎ウ

イルス検査（ＨＣⅤ抗体の検出、ＨＣＶ抗体検査、ＨＣＶ核酸増幅検査）を区内指定医療機関で

実施している。 

 

事 業 変 遷 
平成１９年度までは、４０歳の節目健診及び生活習慣病予防健診と同時に実施していた。平成

２０年度から保健センターまたは４指定医療機関、平成２６年度から４指定医療機関、令和元年度

からは医師会に委託し、区内指定医療機関にて実施している。 

 

実 績 表  
■肝炎ウイルス検診実績数                 （令和６年５月末現在） 

       区分 

 
年度 

受診者数 陽性者数 陽性率 

 Ｂ型 Ｃ型 Ｂ型 Ｃ型 Ｂ型 Ｃ型 

3 974 973 969 7 1 0.7 0.1 

4 924 923 923 6 1 0.7 0.1 

5 972 972 964 8 2 0.8 0.2 

 健康増進事業 922 922 916 7 2 0.8 0.2 

特定感染症 

検査等事業 
50 50 48 1 0 2.0 0 

              
   
 

 

内 

訳 

121



Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

１５ 成人保健 
（１３）糖尿病・成人眼科健診 

(糖尿病予防健診事業) 

所管課 

 
データヘルス推進課 

根拠法令等  健康増進法第４条、足立区糖尿病眼科健診実施要綱 

目 的 
 糖尿病網膜症を早期に発見し進行を予防するとともに、内科につなげることで糖尿病の重症化を 

防ぐ。併せて眼の健康状態を検査し、緑内障、白内障、加齢黄斑変性等の眼疾患を早期発見し、早 

期治療を行うことで、区民の眼の健康維持に寄与する。 

事業内容  
ア ４５歳、５０歳、５５歳（年度末年齢）のうち、当該年度４月１日時点において足立区国民

健康保険加入者で、次のいずれかの条件に該当する区民を対象に、問診、矯正視力検査、屈折

検査、細隙灯検査、眼圧検査、眼底検査を区内指定医療機関にて実施 

・ 前年度の足立区国民健康保険特定健康診査を受診しなかった者 

・ 前年度の足立区国民健康保険特定健康診査を受診し、HbA1c５．６%以上で眼底検査を受診し

なかった者 

 

イ ６０歳、６５歳（年度末年齢）の区民全員（前年度の足立区国民健康保険特定健康診査眼底

検査を受診した者を除く） 

開始時期  
平成２８年度から実施 

実 績 表 
■糖尿病・成人眼科健診実績数 

 区分 

 

 

 

 

 

年度  

対
象
者 

受
診
者 

判定区分 

問
題
な
し 

要
眼
科
受
診 

要
内
科
受
診 

そ
の
他 

3 18,548 3,218 2,029 1,125 42 22 

4 19,551 3,146 2,032 1,058 34 22 

5 20,250 3,133 2,024 1,044 26 39 

                                   （令和６年５月末現在） 

区分 

 

 

 

 

 
年度 

前眼部所見 眼底所見 

白内障 糖尿病網膜症 緑内障 加齢黄斑変性 
動脈硬化性 

変化 

問
題
な
し 

所
見
有 

問
題
な
し 

所
見
有 

疑
い 

問
題
な
し 

所
見
有 

疑
い 

問
題
な
し 

所
見
有 

疑
い 

問
題
な
し 

所
見
有 

3 1,572 1,646 3,165 47 6 2,731 89 398 3,159 11 48 2,410 808 

4 1,466 1,680 3,095 45 6 2,695 96 355 3,097 15 34 2,446 700 

5 1,577 1,556 3,081 40 12 2,617 89 427 3,094 7 32 2,422 711 

※ 白内障の所見有は、右眼か左眼のどちらかに所見がある件数 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

１６ 糖尿病対策 
所管課 

 こころとからだの健康づくり課、

データヘルス推進課 

根拠法令等  
健康日本２１（第二次）、健康増進法、健康あだち２１（第二次）行動計画、 

足立区糖尿病対策アクションプラン、歯科口腔保健対策編、おいしい給食・食育対策編 

 

目 的 
  平成２５年度に策定した健康あだち２１（第二次）行動計画では、区民の健康状態の中で顕著な

課題である糖尿病対策に重点をおき、健康寿命の延伸を目指すこととした。平成３０年３月には「足

立区糖尿病対策アクションプラン【中間見直しによる改定版】」を策定し、全庁を挙げて対策を進

めている。 

 

事 業 内 容 
ア 野菜を食べやすい環境づくり 

「あだちベジタベライフ～そうだ、野菜を食べよう～」をスローガンに、健康を意識しなく

ても、自ずと野菜の摂取量が確保・増加するような「野菜を食べやすい環境づくり」を目指した

取り組みを進めている。 

（ア）あだちベジタベライフ協力店 

あだちベジタベライフ「野菜から食べる・野菜を食べる」の普及啓発を行う店舗をあだちベ

ジタベライフ協力店として登録している。 

（イ）北足立市場まつり 【連携機関：東京都北足立市場及び北足立市場協会】 

（ウ）啓発・イベントの実施 

（エ）食習慣調査 

平成２５年から、毎年２０～５９歳の区民１，０００人に対し、簡易型自記式食事歴法質問

票（BDHQ）を用いて実施している。 

（オ）健康応援部会 

健康に関心がない人でも足立区に住んでいれば自ずと健康になれるよう、野菜が食べやす

くなる環境づくりを民間企業・団体と協力しながら進めている。 

（カ）元気な職場づくり応援事業（健康経営） 

   支援事業所として選定した区内中小事業所の若い世代や働き世代を対象に、野菜摂取量の

増加や生活改善に繋がる支援を実施している。 

 

イ 子ども・家庭の良い生活習慣の定着 

幼少期から良い生活習慣が身につくよう、子ども、保護者などそれぞれの年代に合わせた方

法で、継続した啓発を行っている。 

（ア）保護者向け血糖測定 

  乳幼児の保護者が集まるイベントや乳幼児健康診査等で糖尿病予防を啓発するため指先穿

刺による簡易血糖検査やﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ A1c測定を実施している。 

 （イ）子ども部会 

    子どもに関わる関係機関と、子どもの健康の現状について課題や情報を共有している。 

 

ウ 重症化予防 

糖尿病が重症化し、様々な合併症により生活が著しく制限されてしまう区民を減らすため、

重症化予防の取り組みを実施している。 

（ア）４０歳前の健康づくり健診における保健・栄養指導 

４０歳前の健康づくり健診において、血糖結果判定が要指導の者へ栄養指導を、要受診の 

者へ保健指導を実施している。 

（イ）重症化予防部会 

    平成２５年度から医師会、歯科医師会、薬剤師会の代表者で開催 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

  

（ウ）三師会連携マニュアル・医科歯科連携チケットの活用 

    平成２７年度に作成した医師会・歯科医師会・薬剤師会の連携マニュアルや、医科歯科連携

チケットの活用を進めている。 

（エ）管理栄養士による糖尿病重症化予防栄養指導 

重症化を予防するために、栄養指導を受ける機会のない区民を対象にした栄養相談、個別訪

問指導を実施している。 
（オ）糖尿病重症化予防栄養指導学習会 

患者の病態にあった効果的な栄養指導ができるように、病院栄養士や地域の栄養士を対象 

に講演会や事例検討会を実施している。 
（カ）保健所内学習会 
   区民の糖尿病の重症化を予防するために、区の保健師・栄養士・歯科衛生士等が集まり、学

習会を開いている。 
（キ）健康増進教室 

妊婦健診結果等を元に、将来糖尿病を発症する可能性の高い若年者に対し、健康教育を実施

している。 

 

エ 歯科口腔保健対策 

「野菜を食べる」ためには、「歯と歯肉の健康」を保ち、よく噛んで食べることが必要である。 

関係機関、区の庁内組織が連携・協働して取り組むことを目指して、「足立区糖尿病対策アクシ

ョンプラン 歯科口腔保健対策編【中間見直しによる改定版（平成３０年３月）】」を策定し、特

に、子ども施策を重点に対策を進めている。 

（ア）歯科口腔保健対策会議の開催 
（イ）４～６歳のあだちっ子歯科健診の実施 

子ども家庭部、足立区歯科医師会、各保育施設・幼稚園等と連携し、統一的な歯科健診を実
施している。 

（ウ）「野菜からよく噛んで食べる」取り組みの実施 
（エ）歯周病と糖尿病に関する啓発 

 
オ おいしい給食・食育対策 

   平成２９年３月、従来の「足立区食育推進計画」と「おいしい給食推進事業」を一本化し、次
世代を担う子どもたちへの施策に重点を置きつつ、全区民をも巻き込む新たな計画「足立区糖尿
病対策アクションプラン おいしい給食・食育対策編」を策定した。 

   凝った料理を覚えるよりも、簡単であってもバランスのとれた食生活を可能とする実践力＝
「あだち 食のスタンダード」の定着を推進する。 

（ア）「足立区糖尿病対策アクションプラン おいしい給食・食育対策編」の担当者部会を、食育
月間イベントの企画、あだち食のスタンダードの推進等を目的として、開催している。 

（イ）あだち 食のスタンダード定着に向け、庁内栄養士ネットワーク連絡会及びおいしい給食・
食育ネットワーク交流会を実施している。 

 
 

開 始 時 期 
 平成２５年度 

 

実 績 表 
ア 野菜を食べやすい環境づくり 

■あだちベジタベライフ協力店 

年度 店舗数 

3 875 

4 827 

5 908 
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■啓発・イベントの実施 

啓発 内容 実施場所（イベント名） 参加数等 

早うま簡単ベジレ

シピの掲載 

足立区オリジナルのベジ

タベレシピの作成及び掲

載 

足立区公式ホームページ

（3月末） 
25 ﾚｼﾋﾟ 

糖尿病月間 

イベント 

プレゼント企画 

ベジ×運動で健康に！ 

足立区公式ホームページ

への応募 
1,261名 

リスクチェックの実施

（推定野菜摂取量・体組

成・簡易血糖値等の測定

会） 

元気な職場づくり応援事

業支援事業所、エル・ソ

フィア、足立成和信用金

庫、ギャラクシティ等 

1,144名 

「ウォーキングチャレン

ジ」や健康器具がある公

園を紹介。 

リーフレット、Ａメール ― 

 
■食習慣調査 

年度 推定野菜摂取量（ｇ） 

3 219 

4 233 

5 217 

 
 

令和５年度 足立区民年代別・性別推定野菜摂取量（ｇ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）による食習慣調査」 

期間：令和 5年 11月 1日～令和 5年 11月 30日 

対象：20歳以上 60歳未満の男女 1,000人 

有効回答者数：428人 

 

 
■元気な職場づくり応援事業（健康経営） 

年度 支援事業所数（延べ数） 

3 5 

4 10 

5 13 
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イ 子ども・家庭の良い生活習慣の定着 
■啓発・イベントでのﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ A1c測定結果 

イベント 
（場所等） 

測定 
人数 

 

ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ A1c値（％） 

5.6～6.4%   
人数 ※1 

6.5%以上 
人数 ※2 

５年度 930 209(22.4%） 4(0.4%） 

内 

訳 

乳幼児健診 
（中央本町地域・保健総合支援
課、保健センター） 

887 201(22.7%) 4(0.5%） 

区民まつり等のイベント 43 8（18.6％） - 

  ※ 乳幼児健診の際に、母の糖尿病ハイリスク者に対して、ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ A1c測定 887件の他 
短時間でできる簡易血糖検査を 1,855件実施した。 

 
 
ウ 重症化予防対策 
■重症化予防部会  ３回実施 

 
 

■４０歳前の健康づくり健診における糖尿病重症化予防のための保健・栄養指導 
                          （令和６年４月３０日現在） 

年度 受診者 
（人） 

栄養指導 
（ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ A1c 
5.6～6.4%の人数） 

保健指導 
（ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ A1c 
6.5%以上の人数） 

2ヵ月後フ
ォロー数 
（人） 

4 1,290 376 12 385 
5 1,604 390 11 361 

 
 

■管理栄養士による糖尿病重症化予防栄養相談 

年度 栄養相談 個別訪問 

3 - - 
4 - - 
5 - - 

  ※ 出張型栄養相談も含む 
 

 
■糖尿病重症化予防栄養指導学習会 

区分 
年度 

講演会 事例検討会 
日時 参加者数 日時 参加者数 

3 3月 5日～21日※ 63 - - 
4 2月 3日 30 2月 28日 21 
5 9月 4日 26 2月 15日 29 

  ※ 令和 3年度はオンデマンド配信で実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 要指導・ 

要精密検 

査レベル 

※2 糖尿病が 

強く疑わ 

れるレベル 
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■健康増進教室 
 

     区分 

年度 
回数 延べ人数 テーマ 

５年度 13 129  

内
訳 

中央本町 4 58 赤ちゃんが教えてくれた糖尿病予備群の方へ 

竹 の 塚 2 16 赤ちゃんが教えてくれた糖尿病予備群の方へ 

江 北 3 17 赤ちゃんが教えてくれた糖尿病予備群の方へ 

千 住 2 14 赤ちゃんが教えてくれた糖尿病予備群の方へ 

東 部 2 24 赤ちゃんが教えてくれた糖尿病予備群の方へ 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響による移行事業として、R５年度は上記教室の他、個別指導
事業を実施（竹の塚：６回延べ３２人、江北：５回延べ１８人） 

 
■合併症管理が必要となる者の割合 
（足立区国保４０～７４歳の特定健診受診者のうちﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ A1c値７％以上の者の割合） 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ 歯科口腔保健対策 

■歯科口腔保健対策会議（令和５年度は計画改定のため未実施） 

庁外（足立区医師会、足立区歯科医師会、足立区学校歯科医会、学識経験者）および庁内の委

員が区の課題と対策について検討している。 

 

■医科歯科連携（歯周病と糖尿病の関係について啓発） 

成人歯科健診再勧奨リーフレットに掲載  ５年度発送件数 ４３,３２１通 

 

■よい姿勢でよく噛んで食べることの啓発 

 「グー・ペタ・ピン・カムカム」リーフレットを作成・配付し、よい姿勢でよく噛む大切さを

啓発している。 
 

 

4.80
5.47

5.91

5.35 5.24 5.33

5.37
5.70 

1

2

3

4

5

6

7

H30 R1 R2 R3 R4 R5

足立区

国

(%)
ヘモグロビン A1c値７％以上の区民（足立区国保特定健診受診者）割合の推移 
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１７ 食育推進 
所管課 

 
こころとからだの健康づくり課 

根拠法令等  

食育基本法、食育推進基本計画、健康増進法、健康増進施行規則 

足立区健康増進法施行細則、足立区食育基本計画、足立区糖尿病対策アクションプラン 

保健栄養指導実施要綱、あだち食の健康応援店普及啓発事業実施要綱 

健康的な生活習慣づくり重点化事業費（国）、健康づくり活動推進事業費（都） 

目   的 
「食」をめぐる状況の改善を図るため、平成１９年３月に足立区食育推進計画を策定した。

平成２９年３月には、従来の「足立区食育推進計画」と「おいしい給食推進事業」を一本化し

た、足立区糖尿病対策アクションプラン「おいしい給食・食育対策編」を策定し、野菜摂取が

当然な地域社会の実現を通して、子どもに重点を置きつつ全区民の望ましい食習慣の定着と健

康増進を図り、ひいては健康寿命の延伸をめざす。 

事 業 内 容 
 ア 全庁的な食育イベント 

平成１９年度から関係部署、地域の関係団体等と連携し、食育イベントを実施している。平

成２５年度からは、６月の食育月間に月間スペシャルメニューをはじめ、若い世代（特に男性）

や親子向けに野菜への関心を高める啓発に重点を置いてイベントや体験教室を実施している。 

 イ 地域や関係機関と協働での取組み 

   若い世代への食育を推進するため、地域に出向いた活動を中心に事業を展開するととも

に、平成２１年度からＡメール、平成２７年１０月からはクックパッドを活用しレシピ配

信等の情報発信を行った。また、あだち食の健康応援店等からの情報発信も行い、野菜摂

取の啓発と環境づくりを精力的に実施している。 

実 績 表 
  ■全庁的な食育月間イベント 

年度 参加者数 内容 実施場所等 

3 4,556 『あだちは いつでも どこ

でも“ちょい増し野菜”』を

テーマに実施した。 

ベジタベライフ協力店でちょ

い得ベジメニューの提供、図

書館等でベジチェック（推定

野菜摂取量の測定）の実施等 

4 2,757 

5 2,431 

  ■地域や関係機関と協働での取組み 

年度 学童保育室栄養教室 高校生への食育啓発 
歯と口から

考える食育 

区民まつり

等出展 

3 15回 449名 8校 1,822名 493名 ― 

4 24回 995名 7校 1,518名 499名 ― 

5 32回 1,064名 8校 1,362名 954名 1,142名 

  ※ 令和３年度の料理教室は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止としたが、代わりに

学童保育室は野菜クイズの動画を活用した啓発、高校生は栄養教室や資料配付を実施 

※ 令和４年度以降の学童保育室栄養教室は、野菜クイズの動画を活用した啓発及び調理を伴わな

い出張型教室（おやつの選び方）を実施 
 

年度 
あだち食の健康応

援店事業（3月末） 

Ａメール配信（3月末） 

簡単レシピの配信 

おいしい給食・食育

ネットワーク交流会 

3 104店舗 登録者約 13,500名 年間 41回配信 150名 

4 100店舗 登録者約 13,100名 年間 36回配信 ― 

5 95店舗 登録者約 13,170名 年間 37回配信 152名 
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１８ 地域健康づくり推進事業 
所管課 

 
こころとからだの健康づくり課 

根拠法令等  
健康日本２１（第二次）、健康増進法、東京都健康推進プラン（第二次）、 

健康あだち２１（第二次）行動計画、足立区地域健康づくり推進事業実施要綱 

足立区子どもの健康を守る卒煙チャレンジ支援事業実施要綱 

 

目 的 
 区民の地域における自主的な健康づくり活動を促すと共に、これを支援する事業を実施すること

で足立区民の健康状態を向上し、区民の健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目指す。 

 

事 業 内 容 
 ア 健康づくり推進員 

 区民の地域における自主的な健康づくり活動を支援するとともに、健康づくり活動を地域に

密着・浸透させていくために、健康づくり推進員制度を設置している。住区運営委員長の推薦

により選出された住区健康づくり推進員と、中央本町地域・保健総合支援課長及び各保健セン

ター長の推薦により選出された保健所健康づくり推進員が活躍している。 

 足立区の健康情報等共有のため研修会を年２回開催している。 

 

イ 地域健康づくり連絡会 
中央本町地域・保健総合支援課及び各保健センター毎に健康づくり推進員・自主グループの

代表者・町会関係者等により、健康な地域づくりをめざして「地域健康づくり連絡会」を開催

している。各所の地域特性に応じたテーマを掲げ、活動発表や意見交換を交えた交流会・学習

会等を行い、地域健康づくりのネットワークの構築を進めている。 

 

 ウ 住区健康学習事業・健康相談 

   住区センター運営委員会、健康推進部、健康づくり推進員などと協働で企画、運営を行って

いる。 

 

 エ 子どもの健康を守る卒煙チャレンジ支援事業 

   18歳未満の子どもと同居する保護者、もしくは妊婦およびそのパートナーを対象に、健康保

険が適用される禁煙治療の自己負担分を助成する。 

  

開 始 時 期 
足立区は従前より自主グループによる健康な地域づくりに取り組んできた。平成３年には中央本

町保健相談所で自主グループ同士の活動の交流の場として、健康学習・交流会が始まった。さらに

平成４年からは住区センターを拠点に、住民と協働して住区健康フェスティバルや住区健康学習を

開始し、地域の健康づくり活動のリーダーが現在の推進員の母体となった。 

足立区健康づくり推進員は、健康づくり活動を地域に浸透させることを目的として、平成８年に

設置された。 

 

実 績 表 
 ア 健康づくり推進員 

■健康づくり推進員数  （令和５年４月末現在） 

区分 

年度 

健康づく

り推進員 

  

住区 保健所 

3 263 237 26 

4 235 209 26 

5 220 195 25 
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■保健センター健康づくり推進員の活動状況  

保健センター 回数 延参加人数 内   容 

5年度 41 281   

中央本町 5 37 
地域健康づくり連絡会「はつらつ会」、交流会の企画運営、

糖尿病予防・下肢運動の普及啓発等 

竹 の 塚 8 24 
地域健康づくり連絡会の企画・運営、地域イベントにおけ

る野菜摂取の啓発 

江 北 10 53 
地域健康づくり連絡会・ふれあいの会の企画・運営につい

ての検討 

千 住 5 75 
住区健康づくり推進員と連携した地域健康づくり活動の企

画運営、サーキットトレーニング普及等 

東 部 13 92 
地域健康づくり連絡会の企画・運営、若い世代からの健康

づくりの普及啓発 

 
■推進員研修実施状況 

 内   容 参加者 

5月 「『住んでいるだけで自ずと健康になれるまち』目指して 

 ～『健康あだち２１行動計画』のこれまでと、これから～」 

       和洋女子大学教授   豊川 智之 氏 

健康づくり推進員 

関係機関職員 

2月 「健康あだち２１（第三次）行動計画について」 

       こころとからだの健康づくり課長 

「自ずと健康になれる“食”環境―食と健康の決定因子―」 

       東京医科歯科大学 講師 谷 友香子 氏 

健康づくり推進員 

 

 

イ 地域健康づくり連絡会 
■地域健康づくり連絡会実施状況  

保健センター 回数 参加人数 内 容（テーマ） 

5年度 18 786  

 

中央本町 4 237 
｢生活習慣の質を上げ、健康寿命を延ばそう～みんなで進める

糖尿病予防～｣を目指し、目標を決め交流しながら活動を推進 

竹 の 塚 3 136 
「誰もがいきいきと健康で暮らせる地域づくり」を目指し、竹

の塚地域全体の健康づくり活動をすすめる 

江 北 4 136 
「地域に根ざした健康情報を全世代へ発信しよう！」をテー

マに、情報交換や講演「転倒予防体操の講義と実践」等を実

施。 

千 住 3 92 
「健康と長寿のまちづくり」をテーマに千住地域の健康づく

り活動及び体制づくりについて検討 

東 部 4 185 
「改めて生活習慣を見直そう」のテーマのもと、講演「生活習

慣を見直して健康寿命を延ばそう！」、測定会、情報交換会等

を実施 

  
ウ 住区健康学習事業・健康相談 

■住区健康学習事業    

年度 開催回数 参加者数 

3 99 1,276 
4 252 3,209 
5 279 5,039 

 

 

内 
 
 
 
 
 

訳 

エ  子どもの健康を守る卒煙チャレンジ支援事業 
■子どもの健康を守る卒煙チャレンジ支援事業 
 （令和６年３月末現在） 

登録年度 登録者 治療終了者数 

3 96 19 
4 51 7 
5 52 3 

  ※ 令和３年７月より禁煙治療内服薬が出荷停止中 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

 

１９ 栄養指導 

(１)保健栄養事業 

所管課  

こころとからだの健康づくり課 

根拠法令等  

健康増進法、健康増進法施行規則 

足立区健康増進法施行細則、足立区糖尿病対策アクションプラン、保健栄養指導実

施要綱、食育サポーター事業実施要綱 

健康増進対策事業費補助金 

 

目 的 
 疾病を予防し健康な生活を営むために、出生前から生涯を通じて、家庭・地域・職域（特定給食）

にいたるまで幅広い栄養指導を行い、望ましい食生活を習慣づける。 

区民一人ひとりがより良い食習慣を身につけられるように、食生活の改善等に向けた正しい知識

の普及、糖尿病予防および重症化予防等健康状態に合わせた栄養管理の推進等を行う。 

 

事 業 内 容 
 ア １歳ごろの栄養教室 

   平成２３年度から離乳食から幼児食への移行期の１歳前後の親子を対象に体の発達、食事の

リズム、１食の目安量など食生活の基本を伝える教室として実施している。 

 

 イ 食生活講演会 

   平成１９年度から区民の健康保持増進のために「食育月間」「食生活改善普及運動月間」等に

合わせ、毎日の生活の中で健康づくりを実践できるよう食生活の最新情報を提供する講演会と

して実施している。 

 

 ウ 幼稚園等保護者向け出張栄養教室 

   食生活の改善と家族の健康づくりの推進のために、平成２６年度から幼稚園や保育園等の保

護者を対象に施設に出向いて食事のバランスや適量、野菜摂取等を伝えている。 

 

 エ 幼稚園児向け出張栄養教室 

   野菜を好きになるきっかけづくりとなるように、平成２６年度から幼稚園に出向いて野菜を

中心とした食事の話やクイズ等を行う５歳児向けの体験型栄養教室として実施している。 

 

 オ 食生活相談 

   食習慣を確認しながら肥満、糖尿病などの生活習慣病を予防・改善するために予約制で食事

の相談を実施している。 

 

 カ 食育サポーター事業 

   食育サポーターは養成講習会を受講後、ボランティア登録し、地域で開催する食育体験教室

や健康教育を通して食の大切さを伝える活動を行っている。 

 

 キ 食育サポーター養成講座 

   食育サポーターが活動する際に必要な食生活を主とした健康づくり等の知識を習得するため

の養成講座として平成２４年度から開催している。 

 

 ク 食生活に関する地域健康教育 

   学童保育室を対象とした調理体験教室、小・中学校の保護者を対象にした健康教室、連携事

業として自主グループや地域団体への食生活講習会等を実施している。 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

 

実 績 表 
  ■教室・講習会実施状況 

       区
分 
年度 

１歳ごろの栄養教室 幼児食相談会※ 食生活講演会 
教室数 受講者数 参加人数 講演会数 受講者数 

3 - - 74 - - 
4 14 76 39 2 34 
5 28 153 - 2 53 

 中央本町 7 34 - 1 32 
竹 の 塚 7 44 - ･ ･ 
江  北 4 17 - ･ ･ 
千  住 6 32 - 1 21 
東  部 4 26 - ･ ･ 

※ 令和３年から令和４年度９月までは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため教室は中止
し、「１歳ごろの栄養教室」に代わり、予約制の「幼児食相談会」を実施した。 

 
 
 

  ■出張栄養教室 

       区分 
年度 

保護者向け 幼稚園児向け 
教室数 受講者数 教室数 受講者数 

3 - - - - 
4 2 42 13 586 
5 7 72 23 679 

 中央本町 2 13 8 209 

竹 の 塚 - - 6 133 
江  北 1 7 3 108 
千  住 1 23 3 56 
東  部 3 29 3 173 

※ 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため教室は中止し、「おうちでもひと
口目は野菜からチャレンジシート」を作成し、実施した（令和３年度 29施設 1,404人）。 

 
 
 
■食育サポーター地域活動実施状況 

年度 活動回数 
ｻﾎﾟｰﾀｰ数 

交流会 
活動打ち合わせ会 食育活動 

(延人数) 回数 参加人数 (再掲) 

3 - - 16(1回)※ - - - 
4 21 42 39（2回） 1 2 21回 
5 47 59 30（2回） 0 0 47回 

※ 令和３年度の交流会は１回とし、その他資料配布を行った（2回 124人）。 
 
 
 

■食育サポーター養成講座 

日時 内容 

 
令和 6年 

3月 22日（金） 
 
受講者 53名 

 
 
 
午後 

オリエンテーション 

足立区の現状・健康づくり・食育活動 

子どもの食育において大切なこと・野菜嫌いの子どもの調理の工夫 

講師：読売ランド前どろんこ保育園 松久保 陽子 氏 

グループワーク  他 

※ 更新登録予定者で未受講者については、別日に開催（3月 26日、6名） 
 
 

内
訳 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

 

■地域健康教育実施状況  

      区分 
年度 

総数 乳幼児～学齢･思春期 青壮年･高齢期 
回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 

3 32 2,428 24 2,275 8 153 
4 44 2,252 28 1,759 16 493 
5 85 2,610 57 2,063 28 547 

 中央本町 20 1,044 15 871 5 173 
竹 の 塚 17 494 12 384 5 110 
江  北 15 424 9 317 6 107 
千  住 10 187 5 144 5 43 
東  部 23 461 16 347 7 114 

 

 

 

 

内
訳 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

 

１９ 栄養指導 

(２)食環境整備 

所管課  

 こころとからだの健康づくり課 

中央本町地域・保健総合支援課 

根拠法令等 

健康増進法、健康増進法施行規則、食育基本法、健康日本２１、食品表示法、 

足立区健康増進法施行細則、足立区食育推進計画、健康あだち２１（第二次）行動計

画、足立区食品表示法施行細則、あだち食の健康応援店普及啓発事業実施要綱、 

特定給食施設指導実施要綱、健康増進対策事業費補助金 

 

目 的 
 地域で支え、健康を守るために、地域の様々な団体との連携により、食を通した健康づくりを推

進している。 

自発的に健康づくりに取り組む地区組織の支援、給食施設の実態把握及び管理者に対する啓発・

指導、食品の表示に関する普及啓発等、食を通した環境の整備を行う。 

 

事 業 内 容 
 ア 食生活改善のための地区組織育成 

（ア）足立フリー栄養士会 

平成６年に発足した地域の在宅栄養士で構成している自主組織で、栄養士の資格を活かし、

住区センターやヘルパー対象の研修会、災害時の食支援、資質向上のための学習活動、自主

研究を行う。 

（イ）給食研究会 

昭和４２年度から社会福祉施設、児童福祉施設、病院、事業所等の給食施設管理者や給食

担当者で組織されている自主組織で、情報交換や学習活動を通して連携を図り、質の向上に

努めている。 

 

 イ あだち食の健康応援店事業 

   平成２４年１月から身近な地域から食生活を応援する店舗として、健康をサポートするメニ

ューの提供や食育体験教室の開催、食に関する情報を伝えるなど地域で健康づくりをサポート

している。 

 

 ウ 地域栄養相談 

   足立区栄養士の会や在宅栄養士等と連携し、栄養士のいない区内医療機関に対し、平成１６

年度から糖尿病や脂質異常症等の栄養相談の支援を行う。 

 

 エ 給食施設の把握 

   区内の特定の多数人に継続的に食事を提供している保育園、学校、事業所、病院、社会福祉

施設等の給食施設の状況を把握し、年１回の東京都への施設数報告を行うほか、各施設の開始、

廃止、変更、休止等の届出処理を行う。 

 

 オ 給食施設指導 

   年に２回提出される栄養管理報告書の結果及び給食施設調査の状況によって、巡回指導、施

設への助言等を行う。 

 

カ 給食技術者講習会 

   各給食施設の給食内容の資質向上が図れるよう毎年課題を明確にし、給食管理者及び給食担

当者、その他給食関係者が効率的な給食運営ができるよう施設を対象に開催している。 

 

 キ 食品の栄養表示指導 

   加工食品の栄養成分表示の義務化による表示に関する事業者や区民からの相談、虚偽誇大表

示の指導、特別用途食品・特定保健用食品の相談等の窓口として対応している。 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

 

実 績 表 
  ■地区組織の育成状況 

 区分 
年度 

足立フリー栄養士会 給食研究会 

活動延人数 活動延人数 

3 116 43 

4 103 62 

5 110 57 

 
  ■あだち食の健康応援店事業実施状況 

 区分 
年度 

応援店数 
栄養情報・ 

食育推進等支援 

3 104 512件 

4 100 421件 

5 95 380件 

 
  ■給食施設数 

                 区分 
 管理栄養士

のみいる施
設 

管理栄養士･栄養士
どちらもいる施設 

栄養士のみ
いる施設 

 

       

5年度 561 103 157 110 230 172 118 197 230 

 
学校 

公立 101 35 35 0 0 0 5 5 61 

その他 10 1 1 1 2 2 2 2 6 

病院 58 20 44 37 116 65 1 3 0 

介護老人保健施設 12 5 16 7 11 10 0 0 0 

介護医療院 2 2 3 0 0 0 0 0 0 

老人福祉施設 56 13 21 16 30 20 6 6 21 

児童福祉施設 164 10 14 36 54 59 72 143 46 

社会福祉施設 23 4 4 3 5 3 4 5 12 

事業所 30 0 0 0 0 0 3 3 27 

寄宿舎 8 1 2 1 1 1 2 2 4 

一般給食センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他 97 12 17 9 11 12 23 28 53 

  ※ 管理栄養士または栄養士数は常勤職員に限る 
 
 
 
  ■特定給食施設指導状況 

区分 
年度 

巡回、助言指導 
各種報告等 技術者講習会 地域栄養士講習会 

3 2,643件 1回   82人 １回 124人 

4 2,385件 2回  45人 １回  28人 

5 2,337件 2回 124人 １回  70人 

※ 令和３年度の各種講習会はオンデマンド配信での開催とした。 
 
 

施 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

 

■技術者講習会内容 
   令和５年度 ＜テーマ：給食管理支援／偏食・摂食指導＞ 

実施日 内容 

令和５年 

７月１３日 

おいしく魅せる食の彩り 

（医社）龍岡会 龍岡栄養けあぴっと所長 

 管理栄養士 吉田 美代子 氏 

令和５年 

８月９日 

発達障害に起因する偏食のある子どもへの関わりと支援 

筑波大学 医学医療系 准教授 水野 智美 氏 

 
 
 
 
  ■食品関係業者相談等件数 

区分 

年度 

特別用途食品等の 
相談 

栄養成分表示基準の 
相談、助言 

3 － 37件 

4 － 60件 

5 － 23件 
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Ⅱ各説 第３章 健康づくり 

１９ 栄養指導 

(３)国民健康・栄養調査 

所管課  

中央本町地域・保健総合支援課、

各保健センター 

根拠法令等  
健康増進法、健康増進法施行規則、足立区健康増進法施行細則、国民健康・栄養調査

実施細目 

 

目 的 
国民の健康状態と栄養摂取状況及び経済負担との関係を明らかにし、健康増進施策の基礎資料を

得るための調査として行っている。 

 

事 業 内 容 
 国が無作為に抽出した全国３００地区内の全世帯及び全世帯員を対象に実施 

 

実 績 表 
  ■国民健康・栄養調査 

年度 調査対象世帯 調査項目と実施時期 

3 － 

身体状況・生活習慣・栄養摂取状況調査 

血液検査・歩数調査  11月中旬 

結果通知は、翌年１月頃 

4 
千住大川町 18世帯 

東和 5丁目 17世帯 

5 
千住柳原 24世帯 

千住仲町 28世帯 

  ※ 令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
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２０ 歯科保健 

(１)歯科保健推進事業 

所管課  

データヘルス推進課、中央本町地域･保

健総合支援課、各保健センター 

根拠法令等 

歯科口腔保健法、足立区歯科口腔保健推進条例、健康あだち２１(第二次)行

動計画、足立区糖尿病対策アクションプラン-歯科口腔保健対策編-【中間見

直しによる改定版】、足立区歯科保健活動事業実施要綱、あだちっ子･いい

歯推進園表彰事業実施要綱 

目 的 
「健康あだち２１（第二次）行動計画」及び「足立区糖尿病対策アクションプラン－歯科口腔保

健対策編－【中間見直しによる改定版】」に基づき、乳幼児から高齢者までライフコースに沿った歯

科健診･相談･健康教育を展開し、歯の健康やよく噛んで食べる習慣づくりを推進している。 

 

事 業 内 容 
ア 妊婦歯科健診 

平成１０年度から、妊娠中の口腔保健の維持向上を目的に歯科健診及び相談・歯科保健指導を

実施し、平成２８年度で終了した。平成２９年度からは、区内指定歯科医療機関で通年受診でき

る「妊婦歯科健診」を開始している。※ 実績は（２）歯周病予防事業 ア 成人歯科健診に計上 

 

イ 親子はじめて歯科健診（こんにち歯ひろば） 

平成１７年度から、乳歯の萌出時期である１歳前後（９か月～１歳２か月）の子どもと保護者

を対象に、歯みがきのはじめ方や食べる機能、甘味習慣についての歯科相談および指導を実施し

ている。平成２６年度に、歯科医師による親子歯科相談を「親子はじめて歯科健診」に変更し、

歯科受診の機会が少ない保護者の歯・口の健康増進を図っている。令和２年度からは、グループ

学習から個別指導に切り替え、保護者の相談等にきめ細かく対応している。 

 

ウ 乳幼児歯科相談（歯っぴいパーク） 

平成２０年度から、主に２歳児と保護者を対象に、むし歯予防や歯の健康づくりが楽しくでき

るよう、生活習慣・食習慣の振り返り、歯みがきに関する歯科保健指導を実施している。 

 

エ あだちっ子・いい歯推進園表彰事業 

平成２７年度から、「０～１５歳の歯科口腔保健対策」を進めるため、｢あだちっ子歯科健診(４

～６歳)」「規則正しい食習慣・歯みがき習慣づくり」等に積極的に取り組んでいる幼稚園および

保育施設を募集し、優れた取り組みを表彰するとともに、広く区民等に紹介している。 

 

オ 歯みがき推進支援事業 

平成２７年度から、幼稚園・保育施設・小学校等と連携し、「給食後の歯みがき」や「仕上げみ

がき」等、子どもの歯みがき習慣づくりの取り組みを支援している。 

 

カ ６歳児フッ化物塗布事業 

  令和５年度から、６歳（年長児）を対象に区内指定歯科医療機関で「フッ素塗布」が１回受け

られる無料券を配付し、健全な６歳臼歯の育成ならびに歯科医院での定期管理を推進している。 

 

キ ６歳臼歯健康教室 

平成２４年度から、最初に生える永久歯の奥歯「６歳臼歯（第一大臼歯）」をテーマに、関係

所管および幼稚園・保育施設・小学校と連携し、年長児・小学校１年生とその保護者を対象に

した歯の健康教室「ハ(歯)ロー！６ちゃんクラス」を実施している。 

 

ク こきざみの技・体験教室 

  令和４年度から、小学校５年生と中学校１年生を対象に、歯ブラシをこきざみに動かす技を習 

得し、自らの力で「１２歳臼歯（第二大臼歯）」と「歯肉」を守る方法について学ぶ、体験型の歯 

科健康教室を実施している。 
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ケ 地域における歯科健康教育 

保健センターや住区センター等を拠点に活動している母子、成人、高齢者のグループ、また幼

稚園・保育施設や学校、福祉施設等において、歯科保健に関する健康学習を実施している。 

 

コ 歯と口の健康づくりグループ支援 

保健センターを活動の拠点としている「歯と口の健康づくりグループ」の地域での健康づくり

活動を支援している。 

 

サ 「いい歯
わ

ね☆あだち」（歯と口の健康づくりグループの集合体）の活動支援 

各グループから選出された代表による世話人会の開催、「歯の健康」や「よく噛んで食べるこ

との大切さ」、「あだち☆ちゅうりっぷ体操」の啓発など、様々な活動を支援している。 

 

シ 「歯と口の健康づくりスキルアップ研修会」及び「いい歯推進ネットワーク連絡会」 

区内の幼稚園、保育施設、小・中学校、各関係機関の職員等を対象に、歯科保健課題の共有化

を図るとともに、効果的な歯・口の健康対策を検討している。 

 

ス 歯と口から考える食育活動 

足立区糖尿病対策アクションプラン「おいしい給食・食育対策編」に基づき、小・中学校や民

間食堂等において「８（歯ち）がつく日はかむカムデー」や「かむカム体験学習」を実施してい

る。また、幼稚園、保育施設、小・中学校を対象に「正しい姿勢でよく噛んで食べること」を啓

発するポスターやチラシ・体験カードの配付等を行っている。 

 

セ 「スマイルアップ あだち☆ちゅうりっぷ体操」普及啓発事業 

口腔機能維持向上や表情筋ストレッチを目的に「スマイルアップ あだち☆ちゅうりっぷ体操」

の啓発を行っている。平成３０年度からは、高齢者を対象にオーラルフレイル予防のための「あ

だち☆ちゅうりっぷ体操教室」を実施している。 

実 績 表 
■親子はじめて歯科健診（こんにち歯ひろば）実績 

     区分 

年度 

実施 

回数 
人員 乳幼児 

保護者 

参加数 歯科健診受診数 

3 105 4,063 1,999 2,064 1,334 

4 122 4,641 2,284 2,357 1,459 

5 122 4,536 2,148 2,388 1,398 

内 
 

訳 

中央本町 25 821 392 429 273 

竹 の 塚 31 1,318 621 697 433 

江  北 22 764 364 400 219 

千  住 19 643 310 333 172 

東  部 25 990 461 529 301 

※ 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため、１２２回中１７回中止した。 
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■親子はじめて歯科健診 歯科健診実績 

  区分 

 

年度 

実施 

回数 
実施 

人員 

むし

歯の

ない

者 

むし歯のある者 歯周疾患 
歯石 

沈着 治療完

了の者 

要治療

の者 
計 要指導 要治療 

3 105 1,334 131 799 404 1,203 418 31.3% 41 3.1% 686 

4 122 1,459 143 904 412 1,316 392 26.9% 40 2.7% 701 

5 122 1,398 145 827 426 1,253 345 24.7% 43 3.1% 661 

内 
 

訳 

中央本町 25 273 31 139 103 242 61 22.3% 7 2.6% 119 

竹の塚 31 433 34 254 145 399 102 23.6% 5 1.2% 202 

江 北 22 219 20 129 70 199 57 26.0% 19 8.7% 111 

千 住 19 172 26 123 23 146 50 29.1% 5 2.9% 75 

東 部 25 301 34 182 85 267 75 24.9% 7 2.3% 154  

■乳幼児歯科相談（歯っぴいパーク） 

    区分 

年度 
回数 人員 幼児 保護者 

3 43 588 292 296 

4 66 1,065 519 546 

5 66 897 438 459 

内 
 

訳 

中央本町 12 151 76 75 

竹 の 塚 18 241 115 126 

江  北 12 159 77 82 

千  住 12 170 85 85 

東  部 12 176 85 91 

※ 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため、６６回中２３回中止した。 

■あだちっ子・いい歯推進園表彰事業                 （令和５年度） 

応募総数 79園(令和４年度 65園、３年度 59園) 

表 彰 園 
・区長賞  １園（私立 西新井幼稚園） 
・教育長賞 １園（私立 たんぽぽ保育所北千住園） 
・足立区歯科医師会長賞 １園（私立 栗原つくし保育園） 

■歯みがき推進支援事業 

年度 実施施設数 

3 私立保育園 2園 

4 私立保育園 3園、区立小学校 １校 

5 私立保育園 6園 

■６歳児フッ化物塗布事業 

年度 件数 

5 582 
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■６歳臼歯健康教室（実施） 

    区分 

年度 

年長児(幼稚園･保育施設) 区立小学校 

回数 人員 園児 保護者 回数 人員 児童 保護者 

3 130 2,638 2,638 - 51 3,630 3,624 6 

4 160 3,120 3,079 41 66 4,797 4,614 183 

5 184 3,616 3,449 167 67 4,760 4,318 442 

内 
 

訳 

中央本町 40 861 842 19 14 868 802 66 

竹 の 塚 47 984 895 89 22 1,470 1,328 142 

江  北 35 586 582 4 12 932 845 87 

千  住 27 422 391 31 7 600 541 59 

東  部 35 763 739 24 12 890 802 88 

 

 

 

 

 

 

 

■こきざみの技・体験教室 

    区分 

年度 

区立小学校 区立中学校 

回数 人員 児童 保護者 回数 人員 生徒 保護者 

4 13 876 876 - 4 402 402 - 

5 30 2,107 2,099 8 5 270 270 - 

内 
 

訳 
中央本町 6 451 450 1 2 174 174 - 

竹 の 塚 9 649 644 5 2 51 51 - 

江  北 5 338 336 2 - - - - 

千  住 4 354 354 - 1 45 45 - 

東  部 6 315 315 - - - - - 

■地域における歯科健康教育(1) 

     区分 

年度 

幼稚園･保育施設 母子グループ 学校(小･中･高等) 

回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 

3 6 57 1 12 8 517 

4 7 91 4 54 2 33 

5 14 403 8 114 5 148 

内 

訳 

中央本町 - - 1 18 2 130 

竹 の 塚 6 132 3 34 1 5 

江  北 5 154 2 20 1 8 

千  住 3 117 1 15 - - 

東  部 - - 1 27 1 5 

 

2,638
3,624

0 6

3,079

4,614

41 183

3,449
4,318

167 442

0

2,000

4,000

6,000

年長児

（幼稚園・保育施設）

小学生 年長児

（幼稚園・保育施設）

小学生

子ども 保護者

６歳臼歯健康教室参加人数(人)
3年度 4年度 5年度
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■地域における歯科健康教育(2) 

    区分 

年度  

成人 高齢者 障がい者(児) 

回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 

3 1 13 - - - - 

4 2 28 4 59 - - 

5 4 65 2 33 3 39 

内 

訳 

中央本町 3 59 - - - - 

竹 の 塚 - - - - 3 39 

江  北 - - 1 17 - - 

千  住 - - - - - - 

東  部 1 6 1 16 - - 

■歯と口の健康づくりグループ支援            （令和５年度） 

区  分 グループの名称 回数／年 延参加者数 

中央本町 健康・噛むかむの会 3 15 

竹 の 塚 歯っぴぃ会 6 17 

江    北 歯美んぐ会 7 39 

千    住 千住・歯にかむ会 7 20 

東    部 東和フレッシュ会 5 28 

■「いい歯
わ

ね☆あだち」の活動支援                   （令和５年度） 

区  分 主な内容 回数／年 延参加者数 

全区 

世話人会 4 32 

あだち☆ちゅうりっぷ体操啓発 11 28 

いい・い～歯の日イベント 

「むし歯菌とたたかう！歯医者さんのお仕事体験」  
1 11 

結成２０周年交流会 1 17 

■スキルアップ研修会及びいい歯推進ネットワーク連絡会         （令和５年度） 

区  分 内容 参加者数 

中央本町 みんなで守ろう！あだちっ子の歯～６歳臼歯の育成～ 20 

竹 の 塚 みんなで守ろう！あだちっ子の歯 46 

江    北 
こどもの歯を守るために 

園で出来ること、保健センターで出来ること 
18 

千    住 みんなで守ろう！あだちっ子の歯 18 

東    部 
みんなで守ろう！あだちっ子の歯 
～園における歯みがき・６ちゃんクラス～ 

16 

■歯と口から考える食育活動                      （令和５年度） 

区分 実施場所 

カムカム体験学習 区内小学校１校 
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■スマイルアップ あだち☆ちゅうりっぷ体操 普及啓発事業 

      区分 

年度 

スマイルアップ ちゅうりっぷ体操教室 

回数 参加者数 回数 参加者数 

3 1 168 6 38 
4 1 137 12 100 

5 - - 17 237 

内
訳 

中央本町 - - 4 59 

竹 の 塚 - - 4 75 

江  北 - - 4 44 

千  住 - - 2 18 

東  部 - - 3 41 

※ 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため、２０回中１３回未実施 

※ 令和４年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため、２０回中７回未実施 

 

■いい・い～歯の日のイベント 

全区 
主な内容 参加者数 

「むし歯菌とたたかう！歯医者さんのお仕事体験」 61 
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２０ 歯科保健 

(２)歯周病予防事業 

所管課  

データヘルス推進課、保健予防課、中央本

町地域･保健総合支援課、各保健センター 

根拠法令等 

歯科口腔保健法、健康増進事業実施要綱、足立区歯科口腔保健推進条例、足立区成人

歯科健診実施要綱、健康あだち２１(第二次)行動計画、足立区糖尿病対策アクション

プラン-歯科口腔保健対策編-【中間見直しによる改定版】、東京都後期高齢者医療広

域連合健康診査・歯科健康診査推進計画、足立区後期高齢者歯科健診実施要綱 

 

目 的 
「健康あだち２１（第二次）行動計画」及び「足立区糖尿病対策アクションプラン－歯科口腔保

健対策編－【中間見直しによる改定版】」に基づき、乳幼児から高齢者までライフコースに沿った歯

科健診･相談･健康教育を展開し、歯の健康やよく噛んで食べる習慣づくりを推進している。 

 

事 業 内 容 
ア 成人歯科健診 

平成１０年度から、歯科健診（むし歯の有無の診査・歯周病チェック・個別相談）を、区内指

定歯科医療機関において実施している。平成２７年度から、２０歳・２５歳・３０歳・３５歳・

４０歳・５０歳・６０歳・７０歳の区民を対象に個別勧奨を実施し、平成２９年度からは、４５

歳・５５歳・６５歳の区民及び妊婦、糖尿病連携を対象者に追加し、歯周病予防と全身の健康に

ついて、啓発を行っている（年齢はいずれも年度末年齢）。 

令和３年度から、成人歯科健診のスタート年齢である２０歳を対象に「前歯のクリーニング」

を特典として付加した、「２０歳（歯タチ）の歯科健診」を実施している。 

※ 平成２５年度「歯周病健診」から「成人歯科健診」に事業名を変更 
  

イ 歯周病予防教室 

平成１０年度から、成人を対象に、歯周病と糖尿病など生活習慣病との関係についての講演

会や、歯周病予防に関する口腔清掃体験学習・個別歯科相談等の教室を実施している。 
 

ウ 健康増進教室 

  「健康増進教室」の中で、歯周病と糖尿病の関係について等の講話を実施している。 

  ※ 「健康増進教室」についての詳細は、「１６ 糖尿病対策」に記載 

 

エ 後期高齢者歯科健診 

   平成３０年度から、７６歳・８０歳（年度末年齢）の区民を対象に、後期高齢者歯科健診（む

し歯の有無の診査・歯周病チェック・個別相談）を、区内指定歯科医療機関において実施して

いる。 
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実 績 表 
■成人歯科健診実績 （公社）東京都足立区歯科医師会委託 

  区分 

 

年度 

実施 

人数 

むし

歯の

ない

者 

むし歯のある者 
歯肉の状態 

（PD最大値） 
出血(BOP) 総合判定区分 

治療完

了の者 

要治療

の者 
計 *0 *1 *2 なし あり 

異常 

なし 
要指導 要精密 

総

計 

3 6,657 506 3,679 2,472 6,151 3,893 2,382 378 2,391 4,262 612 1,935 4,110 

4 6,964 601 3,918 2,445 6,363 4,226 2,341 390 2,598 4,359 753 2,117 4,094 

5 6,812 625 3,787 2,400 6,187 4,192 2,214 405 2,619 4,192 763 2,088 3,961 

成

人 

3 5,354 402 3,000 1,952 4,952 3,092 1,926 332 1,947 3,403 492 1,577 3,285 

4 5,673 472 3,214 1,987 5,201 3,421 1,899 346 2,149 3,517 614 1,715 3,344 

5 5,510 497 3,025 1,988 5,013 3,358 1,787 364 2,126 3,383 591 1.655 3,264 

妊

婦 

3 1,303 104 679 520 1,199 801 456 46 444 859 120 358 825 

4 1,291 129 704 458 1,162 805 442 44 449 842 139 402 750 

5 1,302 128 762 412 1,174 834 427 41 493 809 172 433 697 

連

携 

3 0 - - - - - - - - - - - - 

4 0 - - - - - - - - - - - - 

5 0 - - - - - - - - - - - - 

・令和６年３月末の累計 

・歯肉の状態は、CPI-modified 測定不能の場合があるため、合計数と実施人数は一致しない。 
・歯肉の状態(PD最大値)の説明 

*０ 健康な歯肉  *１ 4～5mmに達するポケット  *２ 6mmに達するポケット 

■要精密の内訳                   （令和５年度） 

内  訳 
所見合計 

（延べ件数） 
歯周治療 う蝕治療 補綴処置 その他 

件  数 5,619 2,619 2,400 183 417 

■歯周病予防教室        （令和５年度） 

区 分 
参加者数 

個別歯科相談 集団健康教育 

中央本町 41 - 

竹 の 塚 34 - 

江  北 32 - 

千  住 33 - 

東  部 61 - 
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■後期高齢者歯科健診実績 （公社）東京都足立区歯科医師会委託 

  区分 

 

年度 

実施 

人数 

むし

歯の

ない

者 

むし歯のある者 
歯肉の状態 

（PD最大値） 
出血(BOP) 総合判定区分 

治療完

了の者 

要治療

の者 
計 *0 *1 *2 なし あり 

異常 

なし 
要指導 要精密 

3 1,130 8 722 373 1,095 478 426 178 432 650 162 169 799 

4 1,156 8 798 324 1,122 482 445 181 427 681 154 204 798 

5 1,278 10 865 382 1,247 582 485 166 510 723 198 250 830 

年

齢 

76歳 726 5 494 215 709 336 268 93 298 399 122 132 472 

80歳 552 5 371 167 538 246 217 73 212 324 76 118 358 

・令和６年３月末の累計 

* 無歯顎（歯が０本）の人  ２１名 （７６歳  １２名 ８０歳  ９名） 

* CPI-modified測定不能者  ４５名 （７６歳  ２９名 ８０歳 １６名） 

・歯肉の状態(PD最大値)の説明 

*０ 健康な歯肉  *１ 4～5mmに達するポケット  *２ 6mmに達するポケット 

 

■要精密の内訳                   （令和５年度） 

内  訳 
所見合計 

（延べ件数） 
歯周治療 う蝕治療 補綴処置 その他 

件  数 1,243 651 382 140 70 

 

■義歯の状態                     （令和５年度） 

内  訳 実施人数 
義歯を使用している者 

合計 良好 要改善 

3 1,130 522 356 166 

4 1,156 505 364 141 

5 1,278 523 392 131 

年

齢 

76歳 726 276 210 66 

80歳 552 247 182 65 
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２１ 地域保健(保健師活動) 
所管課  

中央本町地域・保健総合支

援課、各保健センター 

根拠法令等 
地域保健法、健康増進法、母子保健法、児童福祉法、精神保健福祉法、障害者総合

支援法、感染症法、高齢者医療確保法 

 

目 的 
 乳幼児から高齢者まですべての区民を対象に、健康な生活の維持・増進、健康な地域づくりを推

進する。 
 

事 業 内 容 
 家庭訪問、健康相談、健康教育・健康学習、健康づくりグループ（地区組織活動）の支援、ネッ

トワーク形成、調査・研究。 
 

実 績 表 
 ア 家庭訪問 

区
分 

 
 

年
度 

総
数 

感
染
症 

結
核 

エ
イ
ズ 

精
神
保
健
福
祉 

心
身
障
が
い 

長
期
療
養
者 

生
活
習
慣
病 

公
害 

難
病 

そ
の
他
の
疾
病 

妊
産
婦 

未
熟
児 

乳
児 

幼
児 

小
中
高
生 

そ
の
他 

虚
弱
老
人
等 

3 5,846 14 76 - 1,988 12 42 38 2 36 2 1,614 114 1,173 446 185 104 

4 5,807 37 55 - 2,205 12 40 60 1 21 2 1,551 126 1,078 345 208 66 

5 5,913 16 64 - 2,203 16 29 97 - 31 1 1,476 153 1,172 355 222 78 

※ 家庭訪問実施状況（「不在」は総数に含まない） 
 

 イ 健康相談 

対
象

年
度

3 9,269 72 94 - 3,186 20 14 94 - 12 5 4,938 9 383 339 57 46

4 10,792 22 65 - 3,439 19 15 113 - 12 4 6,042 23 502 447 61 28

5 11,513 20 66 1 3,736 14 32 117 1 11 7 6,424 9 492 432 112 39

3 431,375 395,071 508 8 18,315 77 96 410 - 113 5 9,679 238 2,660 3,923 166 106

4 858,937 817,019 684 1 23,931 25 244 509 - 120 9 9,040 235 2,811 3,886 245 178

5 51,113 6,941 4,404 9 20,888 45 123 657 - 83 11 9,969 255 3,053 4,323 260 92

3 8,797 3 - - 2,581 - - 5,141 - 5 1 1,007 5 26 28 - -

4 7,918 68 1 - 1,375 - 1 5,496 - 12 - 824 17 64 60 - -

5 8,225 210 25 - 1,495 4 3 5,159 - 6 - 1,186 15 87 34 - 1

3 135,430 105,302 446 - 18,071 146 412 153 2 200 9 6,628 203 2,215 1,326 225 92

4 129,856 98,975 245 1 17,536 67 339 211 - 220 19 6,881 218 2,610 1,987 399 148

5 35,667 541 663 5 18,693 175 301 191 - 117 8 8,473 244 3,180 2,397 502 177

そ

の

他

関

係

機

関

小

中

高

生

そ

の

他

面

　
接

電

　
話

妊

産

婦

未

熟

児

乳

児

幼

児

難

病

そ

の

他

の

疾

病

結

核

精
神

障
が
い

心
身

障
が
い

長
期

療
養
児

指

導

総

数

感

染

症

エ

イ

ズ

生
活

習
慣
病

公

害

 

■精神障がい相談内訳                        （令和 5年度）（件） 

指 導 総 数 社 会 復 帰 高 齢 者 精 神 依 存 症 児 童 ・ 思 春 期 心 の 健 康 一 般 そ の 他

所　　内 3,736 853 39 93 104 172 2,326 149

電　　話 20,888 2,602 312 420 232 869 15,722 731

そ の 他 1,495 1,067 5 5 - 3 396 19

関係機関 18,693 3,113 388 627 289 642 13,072 562
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ウ 健康教育・健康学習 

住区センターや町会・自治会、学校において生活習慣病予防や禁煙教育を実施した。また、

学校では、ＳＯＳの出し方教育（特別授業「自分を大切にしよう」）を実施した。さらに、事業

所においては「元気な職場づくり応援事業（健康経営）」として働く世代の健康づくりを支援

した。 

 
■学校・住区センター（内訳 学校 29 校 住区センター等 42 ヵ所 140 回  6,516 人） 

センター
名 

内訳 
回数 人数 

学校 住区センター等 

中央本町 
小学校（東栗原,栗島,足立,亀田）中学校（青

井,第四,第九,第十,第十一）高校（青井） 
住区センター9 か所 40 1,795 

竹 の 塚 
小学校（西伊興,島根,花畑第一,西新井第二, 

西保木間）中学校（伊興,花畑北,竹の塚） 
住区センター等 10 か所 29 1,511 

江 北 
小学校（五色桜,扇）中学校（江北桜,西新

井） 
住区センター9 か所 22 1,221 

千 住 小学校（千寿,千寿双葉）中学校（千寿桜堤） 住区センター５か所 26 817 

東 部 
小学校（中川,中川東,長門）中学校（東綾

瀬） 
住区センター9 か所 23 1,172 

 
■町会・自治会、施設等    

センター名 総数 中央本町 竹の塚 江北 千住 東部 
感染症
対策課 

回数 10 2 5 - - 2 1 

人数 902 85 528 - - 31 258 

 

 ■事業所「元気な職場づくり応援事業（健康経営）」 ※ 支援事業所数は p123 に掲載 

センター名 総数 中央本町 竹の塚 江北 千住 東部 

回数 32 9 8 9 3 3 

人数 412 197 33 74 58 50 

 
エ 健康づくりグループ等（地区組織活動）の支援 

区分 

こころの健康 心身障害 難病 長期療養児 生活習慣病予防 健康づくり 母子保健 その他 

回数 
参加 

者数 
回数 

参加 

者数 
回数 

参加 

者数 
回数 

参加 

者数 
回数 

参加

者数 
回数 

参加 

者数 

回

数 

参加 

者数 
回数 

参加 

者数 

5年度 239 5,843 12 44 11 104 9 57 148 1,887 352 4,070 589 8,788 82 2,544 

内

訳 

中央本町 36 2,253 - - - - - - 21 291 98 1,209 87 1,057 - - 

竹 の 塚 160 1,790 3 11 9 77 8 46 63 472 75 584 146 2,100 32 956 

江  北 23 84 8 26 - - - - 8 76 71 822 94 1,123 19 215 

千  住 3 61 1 7 1 9 1 11 17 309 59 891 105 1,501 17 774 

東  部 11 661 - - 1 18 - - 39 739 49 564 157 3,007 9 261 
こころと 

からだの健康 

づくり課 
6 994 - - - - - - - - - - - - - - 

感染症対策課 - - - - - - - - - - - - - - 5 338 

※ 詳細は、各所「健康あだち２１活動報告集」参照 
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※ 保健師による健康教育（以下のページにも掲載）  

母子保健 Ｐ41～68 感染症対策 Ｐ71～86 難病対策 Ｐ87～91 精神保健 Ｐ92～103  

自殺対策 Ｐ104～105 成人保健 Ｐ106～122 糖尿病対策 Ｐ123～127  健康づくり Ｐ129～130 

オ ネットワーク形成 

分野 会議名 参加機関 

母子保健 

健やか親子 
ネットワーク連絡会 

保健センター、こんにちは赤ちゃん訪問指導員、保育施設、

子育て支援機関、民生・児童委員、発達支援機関、医療機関、

子育て支援ＮＰＯ、子育て自主グループ、小学校等 

ASMAP 関係機関 
ネットワーク連絡会 

保健センター、足立福祉事務所、こども支援センターげんき 
産科・小児科医療機関、子育て支援ＮＰＯ 

こんにちは赤ちゃん 
訪問指導員連絡会 

保健センター、こんにちは赤ちゃん訪問指導員等 

感染症対策 

関係機関実務者連絡
会  

感染症対策課、高齢者施設、医療機関 

コホート検討会 保健センター、結核予防会、医療機関、薬局等 

難病保健 
難病対策 
ネットワーク連絡会 

保健センター、専門医、医療機関、訪問看護ステーション、

在宅介護施設、地域包括支援センター、保育施設、障がい福

祉課等 

精神保健 

思春期 
ネットワーク連絡会 

保健センター、小学校、中学校、高等学校、民生・児童委員、

児童相談所、医療機関、こども支援センターげんき、教育相

談関係機関、若者サポートステーション ひきこもりネッ

ト、ライフリンク、多様性社会推進課等 

精神保健管内 
ネットワーク連絡会 

保健センター、医療機関、就労支援事業所、グループホーム、

計画相談支援事業所、地域包括支援センター、足立福祉事務

所、都精神保健福祉センター、訪問看護ステーション、若者

サポートステーション、介護支援事業所、民生・児童委員等 

地域精神ケア会議 

保健センター、精神科医、地域包括支援センター、医療機関、

足立福祉事務所、都精神保健福祉センター、こども支援セン

ターげんき、養育支援関係機関、訪問看護ステーション等 

※ ネットワーク形成（以下のページにも掲載） 

精神保健 Ｐ92～103 自殺対策 Ｐ104～105 健康づくり Ｐ129～130 

  

カ 企画・調整、調査・研究                      （令和５年度） 

課・センター名 調 査・内 容 

江北保健センター 

管内に居住している令和 4年度妊娠届出の妊婦 468名の乳児健診アンケー

トおよび新生児訪問記録を後方視的検討し、妊娠前の体重区分（やせ・普

通・肥満）ごとの妊娠経過や分娩時のリスク分析を行った。 

中央本町地域・保健

総合支援課 

コロナ禍により、２年間の中止期間を経て実施した令和４年度思春期ネッ

トワーク連絡会を振り返り、地域に根差した若年精神障がい者支援の思春

期ネットワーク再構築について考察した。 
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家庭訪問  面接相談・電話相談  健康診査  健康教育･健康学習  

 関係機関の支援コーディネート地区組織活動  自主グループ等の育成支援 ネットワーク形成  

 企画調整  調査･研究  教育等 

地 域 保 健 活 動 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

    

 

 

 

 

地域保健活動 事業一覧 

難病保健 
難病地域ケア検討会 難病相談 難病講演会 難病ネットワーク連絡会 難病訪問診療・指導 東京都神経難病

ネットワーク連絡会  

結核・感染症 
【結核】患者管理（訪問 相談 健診） DOTS 接触者健診 コホート検討会 健康教育 

【感染症】ＨＩＶ・性感染症検査・相談、新型インフルエンザ対策 三類感染症・麻疹等発生時対応  

積極的疫学調査 健康教育 感染症予防計画に基づく感染症対応訓練等、関係機関実務者連絡会 

精神・思春期保健 
思春期相談 思春期健康教育 思春期デイケア 精神保健相談 うつ家族教室 

地域精神ケア会議 アルコール関連問題相談 アルコールグループミーティング 精神保健福祉健康教育 

こころといのちの相談支援事業 障害者総合支援法福祉サービス利用支援 当事者･家族会支援 

グループホーム･作業所支援 各ネットワーク連絡会（思春期・アルコール関連問題・精神保健福祉情報） 

関係機関合同新人研修 こころの健康フェスティバル 措置入院者退院後支援事業 

高齢者保健 
高齢者訪問指導 後期高齢者医療健康診査 地域健康づくり講習会 

母子保健 
母子健康手帳の申請時面接（スマイルママ面接） あだちスマイルママ＆エンジェルプロジェクト（ＡＳＭＡ

Ｐ） 妊産婦・新生児・未熟児訪問 ファミリー学級 こんにちは赤ちゃん訪問 乳幼児訪問 すこやか親子

相談（所内・住区） 子育て健康ひろば 乳幼児健康診査 健診未受診者訪問  乳幼児経過観察健診 療育相

談 発達支援(心理相談、保護者相談・支援、親子グループ) 育児学級 乳幼児健康教室 アレルギー相談・

予防教室 育児栄養相談・オンライン育児栄養相談 子育てグループ支援 子育て(すこやか親子)ネットワー

ク連絡会 マザーメンタルヘルス相談 子どもの虐待防止連携 予防接種 ファーストバースデーサポート 

産後ケア 多胎児家庭移動支援 要支援児グループ 産後育児ストレス相談  

地域健康づくり 
地域健康づくり連絡会 健康づくり推進員連絡会・研修 地区組織活動・健康づくりグループ支援 健康づくり

推進員（保健センター・住区センター）支援 住区健康学習事業・健康相談 元気な職場づくり応援事業 

成人保健 
４０歳前の健康づくり健診 簡易血液検査（スマホ deドック） 糖尿病重症化予防事業  

赤ちゃんが教えてくれた糖尿病予防（教室・個別） 健康増進教室 生活習慣病予防のグループ支援   

特定健康診査・特定保健指導 がん検診 
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２２ 大気汚染健康障害者の医療費助成 
所管課 

 
衛生管理課 

根拠法令等 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例（都条例） 

 

目 的 
大気汚染の影響を受けていると推定される疾病にかかった者に対し、その疾病に関する医療費を

助成し、その健康障がいの救済を図る。 

 

事 業 内 容 
ア 疾病の範囲 

気管支ぜん息 

慢性気管支炎 

ぜん息性気管支炎 

肺気しゅ 

 

イ 対象者の要件 

  次のいずれにも該当すること 

 （ア）１８歳未満の者（生年月日が平成９年４月１日以前で、有効期間内の医療券を持っている 

者は更新のみ可能） 

 （イ）上記疾病にかかっている者 

 （ウ）都内に引き続き１年(３歳未満は６か月)以上住所を有する者 

 （エ）医療保険(健康保険・社会保険等)に加入している者(被扶養者を含む) 

 （オ）申請日以降喫煙しない者 

※ 平成２７年４月から新規申請は１８歳未満のみが対象 

 

ウ 医療費助成の範囲 
初診料、再診料等 

薬剤又は治療材料の支給 

医学的処置、手術その他の治療 

病院又は診療所への収容 

看護 

移送 

※ 助成は健康保険法、国民健康保険法等の定めによる。 

 

実 績 表 
■大気汚染障害者医療費助成認定状況            （各年度３月末現在）（人） 

   区分 

年度 総 数 
慢  性 

気管支炎 

気管支 

ぜん息 

ぜん息性 

気管支炎 
肺気しゅ 都内全域 

3 2,113 ― 2,113 ― ― 51,334 

4 1,951 ― 1,951 ― ― 47,442 

    5 1,788 ― 1,788 ― ― 43,476 
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２３ 公害健康被害補償制度 
所管課  

衛生管理課 

根拠法令等 公害健康被害の補償等に関する法律 

 

目 的 
事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる著しい大気汚染、又は水質の汚濁

の影響による健康被害に係る損害を補填するための補償を行うとともに、被害者の福祉に必要な

事業を行うことにより、健康被害に係る被害者等の迅速かつ公正な保護を図る。 
 

事 業 内 容 
ア 認定事務 

慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ及びそれらの続発症にかかり、

現にこの制度による認定を受けている健康被害者からの申請に基づき、公害健康被害認定審査

会の意見を聞いて、認定更新の可否及び程度の判定を行う。 

 

イ 補償給付事務 

（ア）医療費の支給 

（イ）障害補償費 

（ウ）療養手当 

（エ）遺族補償費 

（オ）遺族補償一時金 

（カ）葬祭料 

 

ウ 公害保健福祉事業 

公害健康被害の補償等に関する法律第４６条の規定に基づき、指定疾病により損なわれた被

認定者の健康を回復させ、その回復した健康を保持及び増進させる事業を行っている。 

（ア）療養に必要な用具の支給に関する事業 

公害等級が特級及び１級の者に対し、療養器具を貸与。貸与器具:空気清浄器、加湿器 

（イ）家庭における療養の指導に関する事業 

区委託看護師が公害認定患者宅を訪問 

（ウ）インフルエンザ予防接種費用助成事業 

公害健康被害認定患者に対し、インフルエンザ予防接種費用を助成 

 

エ 健康被害予防事業 

公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、大気汚染の影響による健康被害の予防を図る

ための事業を行う。 

（ア）健康相談事業 

地域住民を対象に、医師・専門家等による気管支ぜん息等呼吸器系疾患に関する講演会・

相談・指導を実施 

（イ）健康診査事業 

乳幼児を対象に、医師・看護師・栄養士による問診及び適切な指導を行い、気管支ぜん息

の発症を予防する。 

（ウ）機能訓練事業 

ａ 自己管理支援教室…気管支ぜん息児童を対象に、専門家による当該疾患の療養上有効な

講演会を実施 

ｂ 運動訓練教室………４歳から中学３年生までを対象に、ぜん息児の運動療法の中でも最

も有効なものとされている水泳による運動療法を実施。年３期、各

期１０回 

※ ぜん息児水泳教室について、令和５年度は１、２期のみ開催 
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実 績 表 
■公害健康被害者認定状況              （各年度３月末現在） 

     年度 

区分 

被認定者数 

3 4 5 

総  数 1,192 1,150 1,105 

 

特 級 -        - - 

1 級 - 1 1 

2 級 98 118 113 

3 級 337 297 283 

等 級 外 757 734 708 

慢性気管支炎 28 24 21 

 

特 級 - - - 

1 級 - - - 

2 級 5 5 6 

3 級 15 13 9 

等 級 外 8 6 6 

気管支ぜん息 1,161 1,124 1,082 

 

特 級 - - - 

1 級 - 1 1 

2 級 91 112 107 

3 級 321 283 272 

等 級 外 749 728 702 

肺気しゅ 3 2 2 

 

特 級 - - - 

1 級 - - - 

2 級 2 1 - 

3 級 1 1 2 

等 級 外 - - - 

※ ぜん息性気管支炎については 3年以上被認定者がいないため記載省略 
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■補償給付費支給実績                              

 年度 

種類 

3 4 5 

件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 

総 数 25,399 898,798,674        24,481 840,542,817   23,770 834,993,498 

医 療 費 16,762 373,175,359 16,176 349,437,977 15,819 344,119,978 

障害補償費  5,295 409,758,240 5,133 392,735,140 4,900 388,751,470 

療 養 手 当  3,081 73,231,400 2,974 70,733,300 2,850 68,858,100 

遺族補償費  253 26,081,375 195 18,827,000 191 20,027,100 

遺族補償一時金 4 14,842,800 2 8,474,400 3 10,353,600 

葬 祭 料 4 1,709,500 1 335,000 7 2,883,250 

■療養に必要な用具の支給に関する事業 
過去実績なし 

■家庭における療養の指導に関する指導実績                           

年度 件数 

3 - 

4 - 

5 - 

※ 令和３～４年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。令和５年度はスタッフが   

 確保できず中止。 

■インフルエンザ予防接種費用助成実績                              

 年度 

 

区分  

3 4 5 

対象  

者数 

助成  

件数 
実施率 

対象 

件数 

助成 

件数 
実施率 

対象 

件数 

助成 

件数 
実施率 

総 数 1,206 433 35.9% 1,180 414 35.1% 1,132 422 37.3% 

区 内 857 330 38.5% 836 326 39.0% 791 316 40.0% 

区 外 349 103 29.5% 344 88 25.6% 341 106 31.1% 

■健康相談事業実績                              

  年度 

 

会場 

3 4 5 

実施回数 参加延人数 実施回数 参加延人数 実施回数 参加延人数 

総   数  5    28  18 141 23 223 

足立区役所 - - 2 28 4 64 

中 央 本 町 - - - - 3 24 

竹 の 塚 2 10 4 46 4 42 

江 北 1 6 4 13 4 26 

千 住 - - 4 28 4 34 

東 部 2 12 4 26 4 33 
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Ⅱ各説 第４章 公害保健 

 

■アレルギー予防健康診査実績 

区分 

 

年度 

対象者数 来所者数 
スクリーニング 

者数 
指導対象者数 実施回数 

3 13,411 10,677 3,307 3,307 345 

4 13,813 12,437 4,316 4,316 419 

5 12,728 11,216 3,878 3,878 413 

内

訳 

中央本町 2,358 1,988 684 684 82 

竹 の 塚 3,903 3,530 1,240 1,240 97 

江  北 2,440 2,210 782 782 86 

千  住 1,497 1,298 444 444 62 

東  部 2,530 2,190 728 728 86 

 ※ 対象者数…平成２６年度までは 3～4か月児健康診査受診者 
平成２７年度からは 1歳 6か月児、3歳児健康診査受診者も含む。 

 
■自己管理支援教室実績 

 年度 

会場 

3 4 5 

回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 

庁舎ホ－ル  - - - - - - 

  ※ 令和３～４年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。令和５年度は講師都合 
   により中止。 
 

■運動訓練教室実績（人） 

年度 

 

区分 

3 4 5 

小中 未就学 合計 小中 未就学 合計 小中 未就学 合計 

総 数 - - - 6 2 8 10 5 15 

第 1 期 - - - - - - 5 2 7 

第 2 期 - - - 6 2 8 5 3 8 

第 3 期 - - - - - - - - - 

  ※ 令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため全期中止したが、令和４年度は 
２期のみ開催。令和５年度は施設工事のため、１、２期のみ開催。 
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２４ 石綿による健康被害救済制度 
所管課 

 
衛生管理課 

根拠法令等 石綿健康被害救済法 

 

目 的 
石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、

医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図る。 

 

事 業 内 容 
（独）環境再生保全機構との委託契約により、制度の申請受付や相談業務を行う。 

 

 

ア 対象者 

（ア）石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定を受けた者 

（イ）本法の施行前にこの指定疾病に起因して死亡した者の遺族 

（ウ）本法の施行後に申請をしないでこの指定疾病に起因して死亡した者の遺族 

 

イ 指定疾病 

（ア）中皮腫 

（イ）石綿による肺がん 

（ウ）著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺(平成２２年７月１日から追加指定) 

（エ）著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚(平成２２年７月１日から追加指定) 

 

ウ 救済給付の種類等 
（ア）被認定者に係る給付 

医療費、療養手当、葬祭料、救済給付調整金 

（イ）遺族に係る給付 

特別遺族弔慰金、特別葬祭料 

 

実 績 表 
■申請等受付状況 

年度  

区分   

3 4 5 

件数 件数 件数 

認定申請受付件数(療養中の本人) 3 1 3 

特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求件数(遺族の方) 1 2 － 
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Ⅱ各説 第５章 試験検査 

 

２５ 試験検査 

(１)感染症検査 

所管課  

 
生活衛生課 

根拠法令等  
地域保健法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

結核に関する特定感染症予防指針、後天性免疫不全症候群に関する予防指針 

足立保健所健康相談実施要綱 

 

目 的 
感染性微生物（細菌およびウイルス）検査や血液中の抗体検査等を行い、感染者の発見により感

染症の拡大防止を図る。 
 

事 業 内 容 
 ア 腸内微生物検査（赤痢菌、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７、ノロウイルス等） 

衛生管理の一環としての依頼検査、患者発生時等の感染症拡大防止のための行政検査 

事 業 名 項  目 受 付 窓 口 

依頼検査 健 康 相 談 
細  菌 

中央本町地域・保健総合支援課 
各保健センター 
生活衛生課(子ども施設運営課等実施分) 

ノロウイルス 生活衛生課 

行政検査 

感 染 症 
関係者･経過者 細  菌 

ノロウイルス等 

感染症対策課 

有症苦情・調査 生活衛生課 

 
 イ ＨＩＶ等性感染症検査 

   感染症の拡大防止および区民の健康不安解消のための血液・尿検査 

 

 ウ 結核菌感染検査（インターフェロンγ遊離試験） 

   接触者健康診断としてのインターフェロンγ遊離試験（ＱＦＴ、Ｔ－ＳＰＯＴ.ＴＢ検査） 

 

 エ 外部精度管理等 

検査精度確保のため、外部機関が配布する未知検体の検査 

 

実 績 表 
■感染症検査実施状況(検査検体数) 

区分 
年度 

検体総数 
腸内微
生物 

ＨＩＶ等
性感染症 

結核菌 
インターフェロ
ンγ遊離試験 

3 22,585 22,584 ･ 1 
4 21,348 21,298 48 2 
5 21,883 21,305 577 1 

ＨＩＶ等性感染症検査は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和３年度は中止、 
令和４年度は一部実施 
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Ⅱ各説 第５章 試験検査 

 
■腸内微生物検査実施状況(検体数) 

 

項目 

年度 
総検体数 

細  菌 腸管系ウイルス 

赤痢菌 

・ﾊﾟﾗﾁﾌｽ A菌 

・ﾁﾌｽ菌・ｻﾙﾓﾈﾗ等 

腸管出血

性大腸菌 

ノロウイル

ス 

その他の腸管

系ウイルス 

3 22,584 11,493 11,081 10 - 

4 21,298 10,838 10,429 31 - 

5 21,305 10,953 10,282 70 - 

 
■令和５年度腸内微生物検査実施状況（事業別） 

 
区分 

 
項目 

総検体数 

依頼検査 行政検査 

健康相談 
関係者・ 
経過者等 

有症苦情 
・調査 保健 

ｾﾝﾀｰ等 
生活 
衛生課 

赤痢菌・パラチフスＡ菌・ 

チフス菌・サルモネラ等 
10,953 8,264 2,679 - 10 

腸管出血性大腸菌Ｏ１５７ 10,211 7,472 2,679 48 12 

その他の腸管出血性大腸菌 71 13 ･ 23 35 

ノロウイルス 70 2 17 21 30 

 
■令和５年度細菌検出状況 

月 区  分 細菌名 血清型・毒素型 検出数 

4 行政 経 過 者 腸管出血性大腸菌 O26 VT1（+） 1 

5 依頼 健康相談 サルモネラ O4群：agona 1 

8 依頼 健康相談 腸管出血性大腸菌 O157 VT1（+）、VT2（+） 2 

8 依頼 健康相談 サルモネラ O4群：i：- 2 

8 依頼 健康相談 サルモネラ O9群：panama 1 

8 依頼 健康相談 サルモネラ O7群：thompson 1 

9 依頼 健康相談 腸管出血性大腸菌 O157 VT2（+） 1 

10 依頼 健康相談 サルモネラ O3,O10群：weltevreden 1 

10 行政 有症苦情 サルモネラ O4群：- 2 

 
■令和５年度ウイルス検出状況 

月 区  分 ウイルス名 グループ 検出数 

6 依頼 健康相談 ノロウイルス GⅡ 3 

11 依頼 健康相談 ノロウイルス GⅡ 1 

2 依頼 健康相談 ノロウイルス GⅡ 3 

3 行政 有症苦情 ノロウイルス GⅡ 15 
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■ＨＩＶ等性感染症検査結果 

区分 
 
年度 

総数 

ＨＩＶ抗原・抗体 クラミジア抗原 梅毒血清反応 

件数 
陽性数 

（陽性率） 
件数 

陽性数 
（陽性率） 

件数 
陽性数 

（陽性率） 

3 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 

4 48 16 - 16 1（6.3） 16 - 

5 577 236 - 166 11（6.6） 175 14（8.0） 

 
■結核菌検査結果（インターフェロンγ遊離試験） 

区分 

年度 
検査件数 陰 性 判定保留 

陽性 

(陽性率) 
判定不可 その他 

3 1 1 - - - - 

4 2 2 - - - - 

5 1 1 - - - - 

 
■令和５年度外部精度管理等 

実施機関 調査 調査検体 項目 検体数 

東京都 

健康安全研究

センター 

微生物学 スワブ 
赤痢菌、サルモネラ、

腸管出血性大腸菌 
5 
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２５ 試験検査 

(２)食品検査 

所管課  

生活衛生課 

根拠法令等 食品衛生法 

目 的 
区民が健康で快適な食生活を過ごすために、食品の衛生等に関わる監視・指導・相談に対応し

た検査を行い、検査結果及び関連する保健衛生情報の提供を行う。 
 

事 業 内 容 
 ア 安全な食品を区民に提供するために行っている食品の微生物学的検査及び理化学的検査 

検 査 区 分 依 頼 元 等 検 査 項 目  

収 去 食品監視指導計画に基づき実施 
黄色ブドウ球菌、サルモ

ネラ、腸管出血性大腸菌

等微生物および食品添加

物、残留農薬等の検査 
苦情相談・調査 区民等 

給 食 公立(学校・保育園) 

黄色ブドウ球菌、サルモ

ネラ、腸管出血性大腸菌

等微生物検査 

 

 イ 外部精度管理等 

   検査精度確保のため、外部機関が配布する未知検体の検査 

 

ウ 講習会等講師派遣及び情報提供 
 

実 績 表 
■食品検査実施状況(検体数) 

区分 
 
年度 

検体総数 収 去 
苦情相談・調査 
（参考品含む） 

給食 

微生物 理化学 微生物 理化学 微生物 理化学 微生物 

3 447 170 307 122 3 48 137 
4 369 159 232 134 2 25 135 
5 430 141 269 140 27 1 134 

令和３年度から令和４年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため食品収去検査は縮小 
 
■令和５年度食品微生物検査実施状況（項目別検査数） 

区分 
項目 

項目総数 収去 
苦情相談 
・調査 

給食 

項目総数 2,538 1,519 81 938 

細菌数 400 256 10 134 

大腸菌群 403 259 10 134 

大腸菌 414 267 13 134 

黄色ブドウ球菌 417 267 16 134 

サルモネラ 369 218 17 134 

腸管出血性大腸菌 357 216 7 134 

カンピロバクター 134 ･ - 134 

腸炎ビブリオ他 18 18 - ･ 

ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｱ・ｳｴﾙｼｭ菌 2 2 - ･ 

カビ・酵母 7 ･ 7 ･ 

その他 17 16 1 - 
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■令和５年度食品微生物検査要注意結果 

食品内訳 検体数 項目数 
項 目 内 訳 

細菌数 大腸菌群 大腸菌 
黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌 
(ｴﾝﾃﾛﾄｷｼﾝ陽性) 

総 数 21 24 11 9 1 3(2) 

未加熱そう菜 6 7 2 3 1 1(1) 
加熱済そう菜 5 6 4 2 - -    
菓子 3 3 - 2 - 1(-) 
弁当・その他 7 8 5 2 - 1(1) 

 
■令和５年度食品微生物苦情相談事例 

事例名 検 査 結 果  

マッシュルームにカビ様異物 Aspergillus属 

いなり弁当の異臭・味付油揚げ 酵母（+） 

 
■令和５年度食品理化学収去検査実施状況（項目別検査数） 

項   目 
項目数 

(検体数×成分数) 

項目総数 4,396 

着色料（食用タール色素 12成分） 876 

保存料（10成分） 920 
甘味料 128 

漂白剤 10 
酸化防止剤 9 

発色剤 18 

酸価・過酸化物価 - 
農薬（111成分） 1,998 

動物用医薬品（24成分） 432 

その他 5 

成分数の記載がないものは、検体により成分が異なる。 

 

■令和５年度食品理化学収去検査事例 

検 体 検 査 結 果 原  因 

つぼ漬け①* 表示にない甘味料（アセス

ルファムカリウム）を検出 

アセスルファムカリウムを使用する別商品

と同一タンクを使用して製造し、タンク洗浄

が不十分だったために混入した。 

つぼ漬け②* 表示にない甘味料（アセス

ルファムカリウム）を検出 

アセスルファムカリウムを使用しない本商

品の製造時に、アセスルファムカリウムを使

用した別商品を混ぜてしまったことにより

混入した。 

* つぼ漬け①とつぼ漬け②は同じ製造業社であった。 
 
■令和５年度食品理化学苦情相談検査内訳 

 
検体数 

（検査に供した参考品含む） 
項目数 

総 数 1 2 

内 
 
訳 

異味・異臭 - - 

異物 1 2 

有症苦情 - - 

着色・変色 - - 

その他 - - 
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■令和５年度外部精度管理等 

実施機関 調査 調査検体（調査検体数） 項目 項目数 

一般財団法人

食品薬品安全

センター 

微生物学 

ハンバーグ（2） 

見立て食品・加熱食肉製

品（加熱殺菌後包装） 

 

E.coli（定性） 2 

微生物学 

白飯（1） 

見立て食品・加熱後摂取

冷凍食品（凍結直前加熱） 

 

一般細菌数（定量） 1 

微生物学 

ハンバーグ（2） 

見立て食品・加熱食肉製

品（加熱殺菌後包装） 

 

大腸菌群（定性） 2 

理化学 
果実ペースト（1） 保存料（ソルビン酸） 

（定量） 
1 

東京都 

健康安全研究

センター 

微生物学 

おかゆ（2） 

見立て食品・冷凍食品 

見立て食品・冷凍食品 

見立て食品・食肉製品 

 

細菌数（定量） 

E.coli（定性） 

サルモネラ属菌（定性） 

6 

理化学 

和風ドレッシング（1） 

 

 

魚肉ソーセージ（1） 

保存料 

（パラオキシ安息香酸

エステル類）（定量） 

（パラオキシ安息香酸

エステル類）（添加回収

試験） 

2 

 
■令和５年度衛生講習会講師派遣及び情報提供 

 内  容 対  象 

衛生講習会 

講師 
試験検査について 管理栄養士実習生 
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２５ 試験検査 

(３)水質検査 

所管課  

生活衛生課 

根拠法令等  
足立区プールの衛生管理に関する条例、学校保健安全法、公衆浴場法 

災害時協力井戸に関する要綱 

 

目 的 
  プール水および災害時協力井戸等の水質検査を行い、区民の安全安心を守る。 

 

事 業 内 容 
 ア プール水検査 

   衛生管理の一環としての学務課（小中学校）からの依頼検査、営業施設プール等の行政検査 

ｐＨ値、過マンガン酸カリウム消費量、総トリハロメタン（学校プールのみ）、大腸菌等 

 

 イ 災害時協力井戸等検査 

災害時生活用水確保のため、災害対策課からの災害時協力井戸の依頼検査、及び公園管理課 

からの防災対策設備設置公園井戸の依頼検査 

ｐＨ値、色度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、臭気、外観、大腸菌、一般細菌 

 

 ウ 浴槽水等検査 

   公衆浴場、スポーツ施設、旅館業浴室等の浴槽水の行政検査 

   濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群 

 

 エ レジオネラ属菌検査 

公衆浴場等の浴槽水および営業施設のプール水の行政検査 

 

オ 外部精度管理等 

  検査精度確保のため、外部機関が配布する未知検体の検査 

 

カ 情報提供 

 

実 績 表 
■水質検査実施状況 

種別 

 

年度 

検体 

総数 

項目 

総数 

プール水 井戸水等 浴槽水等 ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌 

検体数 項目数 検体数 項目数 検体数 項目数 検体数 項目数 

3 611 3,251 456 2,718 54 432 ・ ・ 101 101 

4 760 4,339 482 2,801 180 1,440 ・ ・ 98 98 

5 933 4,746 474 2,830 176 1,408 173 398 110 110 

 
■プール水検査実施状況 

区分 
 

年度 
検体総数 項目総数 

小中学校プール※ 行政検査 

検体数 項目数 検体数 項目数 

3 456 2,718 384 2,406 72 312 

4 482 2,801 398 2,491 84 310 

5 474 2,830 406 2,538 68 292 

※ 小中学校プール水は、各校１回２ポイントで年２回実施。新型コロナウイルス感染拡大 
防止のため令和３年度は一部中止 
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■災害時協力井戸等検査実施状況 

区分 
年度 

検体総数 項目総数 
災害時協力井戸※ 防災対策設備設置 

公園井戸 

検体数 項目数 検体数 項目数 

3 54 432 ・ ・ 54 432 

4 180 1,440 126 1,008 54 432 

5 176 1,408 122 976 54 432 

飲用以外のトイレの洗浄、清掃、洗濯などの生活用水として使用する。 
※ 令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため災害時協力井戸は中止 

 
■浴槽水等検査実施状況 

区分 
年度 

検体総数 項目総数 
項目内訳 

大腸菌群 
濁度・過マンガン酸
カリウム消費量 

3 ・ ・ ・ ・ 

4 ・ ・ ・ ・ 

5 173 398 52 346 

 
■レジオネラ属菌検査実施状況 

区分 
年度 

総数 浴槽水 
プール・ 

ジャグジー等 
患者関連調査 

3 101 83 14 4 

4 98 79 14 5 

5 110 77 15 18 

 
■令和５年度レジオネラ属菌検査結果 

    検査名 
 
種別 

培養法 ＬＡＭＰ法※ 

検査数 陽性数 菌種・血清型（検出数） 検査数 陽性数 

総 数 110 5 

L.pneumophila 1群（1） 
L.pneumophila 5群（1） 

L.pneumophila 6群（1） 

L.pneumophila 8群（1） 

L.pneumophila 群 NA（1） 

 

21 7 

浴槽水 77 2 

L.pneumophila 6群（1） 

L.pneumophila 8群（1） 

L.pneumophila 群 NA（1） 

 

 

4 - 

プール・ 
ジャグジー等 

15 2 

L.pneumophila 5群（1） 

L.pneumophila 6群（1） 

 

- - 

患者関連調査 18 1 
L.pneumophila 1群（1） 

 
17 7 

※ ＬＡＭＰ法は原則、培養法検査で基準値以上の菌を検出した施設の洗浄等指導を行った 
後の陰性確認として実施 
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■令和５年度外部精度管理等 

実施機関 調査 調査検体（調査検体数） 項目 検査数 

東京都健康安全 

研究センター 
水質 

水（１） 鉄 1 

水（１） 
過マンガン酸カリ

ウム消費量 
1 

 

■令和５年度情報提供 

内  容 対 象 

小中学校プール水質検査のまとめ 学務課 
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２５ 試験検査 

(４)家庭用品・工場廃水シアン検査 

所管課  

生活衛生課 

根拠法令等  
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 

毒物及び劇物取締法 

 

目 的 
家庭用品や工場廃水シアンの検査を行い、健康被害の未然防止を図るとともに、原因究明に繋

げる。 

 

事 業 内 容 
 ア 家庭用品検査 

衣類や家庭用エアゾル製品、洗浄剤等による健康被害を未然に防止するため、ホルムアルデ

ヒド、メタノール等を検査 
 

 イ 工場廃水シアン検査 

   区内メッキ工場の廃水中シアン含有量検査 

 

実 績 表 
  ■家庭用品検査実施状況 

年度 

項目 
3 4 5 

繊維製品※ 

乳幼児 

用衣料 

大人子供 

用衣料 

検体総数 
（項目総数） 

30 

(66) 
･ 

30 

(49) 

18 

(34) 

12 

(15) 

基準違反件数 - ･ - - - 

ホルム  アルデヒ ド 46 ･ 49 34 15 

塩化ビニル 5 ･ - - - 

メタノール 5 ･ - - - 

テトラクロロエチレン 5 ･ - - - 

トリクロロエチレン 5 ･ - - - 

   令和４年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

※ 繊維製品のホルムアルデヒドは、素材別に検査する場合があるため実施数が検体数よりも 

増える。 

 
■工場廃水シアン検査実施状況 

区分 
年度 

検体総数 
基準値 
超過数 

初回検査 再検査 

3 18 - 18 - 

4 15 - 15 - 

5 15 - 15 - 
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２６ 献血運動 
所管課 

 
衛生管理課 

根拠法令等  安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 

 

目 的 
医療に必要な血液を確保するためには、地域、職域等における献血を推進する必要がある。 

足立区議会においては昭和４１年１２月２３日、他区に先がけて足立区を｢献血区｣とする旨の決

議をしている。 

 

事 業 内 容 
 広報やパンフレット等により、献血のＰＲを行い推進を図っている。 

 

実 績 表 

                       年 度 

 区  分 
3 4 5 

実  践   回  数 71 77 77 

献  血   人  数 2,676 3,139 2,772 

  

全    血      200ml 165 187 168 

全    血      400ml 2,511 2,952 2,604 

成分血漿     400ml - - - 

区内医療機関への製剤供給数(本) 18,077 17,684 23,690 

※ 実践回数は１日を単位とする（半日は０.５回）。 

 

２７ 骨髄等移植ドナー支援事業 
所管課 

 
衛生管理課 

根拠法令等 足立区骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱 

 

目 的 
 骨髄等の提供希望者の増加を図り、骨髄等の移植を推進する。 

 

事 業 内 容 
骨髄等移植ドナー支援事業助成金の交付 

 対象者 ア ドナーのうち骨髄等を提供したことを証する日本骨髄バンクの証明書を有する

者（骨髄等を採取する時点において足立区内に住所を有する者に限る。） 

        助成金：１日につき２万円（７日を上限とする） 

      イ ドナーを雇用する国内に事業所をもつ事業主（国、地方公共団体及び独立行政法

人を除き、複数あるときはドナーが指定する事業主とする。） 

        助成金：１日につき１万円（７日を上限とする） 

開 始 時 期 平成３０年４月 

 

実 績 表 

年度 3 4 5 

ドナー提供者（人） 4 3 7 

雇用主(件) 1 1 2 
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２８ 実習生指導・医師臨床研修 
所管課  

衛生管理課 

根拠法令等 
保健師助産師看護師学校養成所指定規則第２条・第３条・第４条、栄養士法施行規則

第１１条、歯科衛生士学校養成所指定規則第２条、医師法第１６条の２第１項 

 

目 的 
 医療技術系学生等に公衆衛生における保健所の役割と地域活動を理解させる。 

 

事 業 内 容 
保健所の各専門職員等が医療技術系学生等に健康教育活動等を通じ、指導・研修を行う。 

 

実 績 表 
■実習生指導・医師臨床研修実施状況（人） 

 

実
人
数

延
人
数

実
人
数

延
人
数

実
人
数

延
人
数

実
人
数

延
人
数

実
人
数

延
人
数

実
人
数

延
人
数

実
人
数

延
人
数

91 457 11 11 24 240 26 26 30 180 0 0 0 0

79 465 0 0 24 240 25 25 25 150 0 0 5 50

195 906 108 108 25 540 22 22 32 192 4 4 4 40

感染症対策課 8 16 - - - - - - - - 4 4 4 12

中 央 本 町 34 200 15 15 5 115 4 4 10 60 - - - 6

竹 の 塚 47 272 23 23 8 175 6 6 10 60 - - - 8

江 北 37 172 20 20 5 110 6 6 6 36 - - - 0

千 住 54 148 39 39 3 60 6 6 6 36 - - - 7

東 部 15 98 11 11 4 80 - - - - - - - 7

4

5

内
　
訳

総 数

3

栄 養 士区分

年度

看 護 師 保 健 師 歯科衛生士 研修医医 学 生

 
 

■実習受入れ校等 （令和５年度） 

区    分 学 校 名 等 

大学病院 1施設 東京女子医科大学附属足立医療センター（14日間） 

大学医学部 1校 東京医科歯科大学（１日） 

保健師養成学校 6校 

東京医科歯科大学(10日間) 

東京都立大学(20日間) 

帝京科学大学(10日間) 

国際医療福祉大学大学院(10日間) 

東京女子医科大学(10日間) 

文京学院大学(10日間) 

看護師養成学校 2校 
東京女子医科大学看護専門学校（1日） 

西新井看護専門学校（1日） 

歯科衛生士養成学校 2校 
日本歯科大学東京短期大学（1日） 

太陽歯科衛生士専門学校（1日） 

管理栄養士養成学校 2校 
日本女子大学（6日間） 

昭和女子大学（6日間） 
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２９ 公衆浴場対策 
所管課  

衛生管理課 

根拠法令等 
足立区公衆浴場設備改善補助金交付要綱 

足立区公衆浴場開放事業に関する補助金交付要綱 

足立区公衆浴場施設改善資金利子補助要綱 

 

目 的 
 公衆浴場の環境保全と経営の安定化を図ることで銭湯を利用する人々の利便と機会を確保する。 

 

事 業 内 容 
ア 浴場設備改善補助 

風呂釜等の改善工事費用の２分の１を補助する（上限１００万円）。 

ただし、「公衆浴場クリーンエネルギー化等推進事業」と併用する場合、総工事費用から都の

補助金額を差し引いた額の３分の２を補助する（上限２００万円）。 

また、「健康増進型公衆浴場改築支援補助事業」の改築・改修事業に該当し、かつ、レジオネ

ラ症予防対策を講じる場合、総工事費用から都の補助金額を差し引いた額の４分の１を補助す

る（上限２,０００万円）。 

イ 施設改善資金利子補助（平成２５年度から新規受付を凍結） 

大規模な内装工事や改築に伴う借入金の利子を補助する。借入額のうち５，０００万円を限

度として、年利５％以内を２０年間補助する（借入額が２，０００万円未満の場合は、１２年

以内）。 

ウ 開放事業補助 

公衆浴場活性化対策として浴場組合が実施する開放事業等に対し、入浴料と経費の一部を補 

助する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 績 表 
■設備改善補助実績           ■利子補助実績 

年度 延件数 実軒数  年度 件数（上期） 件数（下期） 

3 18 14  3 3 3 

4 12 10  4 2 2 

5 15 11  5 2 2 

 

■区内公衆浴場の動向                                  

年度  

 区分 
28 29 30 元 2 3 4 5 

浴 場 数（軒） 36 34 32 31 29 27 25 24 

１浴場１日平均入浴者数（人） 102 103 103 143 114 120 101 103 

  浴場数は各年１２月３１日現在（令和５年東京都公衆浴場基礎資料による） 
  入浴者数は各年１月１日～１２月３１日の平均（令和５年東京都公衆浴場基礎資料による） 

実施月 事業名 

4月 「夏みかん湯」 

5月（こどもの日） 「しょうぶ湯」 

9月（敬老の日） 「敬老の日」 

9月 「すだち湯」 

10月 「かぼす湯」 

11月・1月 「りんご湯」 

12月（冬至） 「ゆず湯」 

2月 「伊予柑湯」 
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３０ 休日・準夜間応急診療、休日応急歯科

診療、休日応急柔道整復施術 

所管課  

衛生管理課 

根拠法令等 
休日応急診療・休日準夜間応急診療事業実施要綱、休日応急歯科診療事業実施要綱、 

休日応急柔道整復施術事業実施要綱 

 

目 的 
休日は一般医療機関が休診日にあたるため、区民の医療不安を解消する。 

 

事 業 内 容 
■休日・準夜間応急診療施設 

施 設 名 所 在 地 電話番号 受付時間 
診療 

科目 

足立区医師会館 

休日応急・準夜間応急診療所 

中央本町三丁目 4-4 

足立区医師会館内 
(3880)1866 

午前10時～11時30分 

午後 1時～ 3時30分 

午後 5時～ 9時 

内 科 

小児科 

東部 

休日応急診療所 

大谷田三丁目 11-13 

東部保健センター内 
(3629)7881 

午前10時～11時30分 

午後 1時～ 3時30分 
〃 

竹の塚 

休日応急・準夜間応急診療所 
西竹の塚一丁目 11-2 

ｴﾐｴﾙﾀﾜｰ竹の塚 2階 

竹の塚保健センター内 

(3855)5016 
午前10時～11時30分 

午後 1時～ 3時30分 

午後 5時～ 9時 
〃 

竹の塚 

休日応急歯科診療所 
(3855)5017 

午前10時～11時30分 

午後 1時～ 3時30分 
歯 科 

江北 

休日応急診療所 

西新井本町二丁目 30-40 

江北保健センター内 
(3896)4010 

午前10時～11時30分 

午後 1時～ 3時30分 

内 科 

小児科 
 

開 始 時 期 
昭和４８年に３か所、昭和５１年に１か所の休日応急診療所、昭和５３年１０月に休日準夜間

応急診療、昭和５４年９月に休日応急歯科診療所を開設し、移転、改称を経て現在に至る。 
 

実 績 表 
■昼間における受診人数 

区分 
年度 

総 数 医師会館 東 部 竹の塚 江 北 

3 4,640(65) 2,151(30) 614(9) 1,058(15) 817(11) 

4 7,713(108) 3,904(55) 867(12) 1,585(22) 1,357(19) 

5 8,702(121) 3,518(49) 1,260(17) 2,277(32) 1,647(23) 

■準夜間における受診人数                  ■歯科受診人数  

区分 
年度 

総 数 医師会館 竹の塚  区分 
年度 

竹の塚 

3 ・(・) ・(・) ・(・)  3 252(4) 

4 718(17) 718(17) ・(・)  4 214(3) 

5 1,810(25) 1,810(25) ・(・)  5 226(3) 

令和３年４月～令和４年８月の準夜間応急診療は新型コロナウイルス感染症の影響で休止 
令和４年９月から医師会館準夜間応急診療所のみ再開 

■柔道整復施術人数 

区分 
年度 

総 数 東部地区 西部地区 
＊平成１４年４月開始 

１休日あたり東西２か所を 

開設 3 319(4) 155(2) 164(2) 

4 347(5) 185(3) 162(2) 

5 319(4) 138(2) 181(2) 

実績表の（ ）内は、診療日 1日平均の受診人数  
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３１ 平日夜間小児初期救急診療 
所管課 

衛生管理課 

根拠法令等  平日夜間小児初期救急診療事業実施要綱、足立区小児初期救急診療協議会設置要綱 

 

目 的 
子どもの急病に対する医療不安を軽減し、安心して子育てができる環境を整備する。 

 

事 業 内 容 
足立区医師会館休日応急診療所の施設・設備を利用し、平日夜間における小児科の応急診療を行う。 

 

開 始 時 期 平成２０年１月７日 

■診療施設                                       

施 設 名 所 在 地 電話番号 受 付 時 間 診療科目 

足立区医師会館 

休日応急診療所 

中央本町三丁目 4-4 

足立区医師会館内 
(3880)1131 

月～金（休日、年末年始を除く） 

午後 7時 30分～午後 10時 
小児科 

 

実 績 表 
■受診人数 ※ ( )内は診療日１日平均の受診人数 

年度 総数 

3 263（1.1） 
4 295（1.2） 
5 255（1.1） 

 

 

３２ 障がい児歯科診療 
所管課  

衛生管理課 

根拠法令等 障がい児歯科診療事業実施要綱 

 

目 的 
 歯科診療を受ける機会が少ない障がい児に対し、医療不安を解消し、口腔状態の改善を図る。 

 

事 業 内 容 
 ア 対象者   区内に居住する 18歳未満の障がい児 

イ 診療場所  足立区歯科医師会口腔保健センター（足立区歯科医師会館内） 

足立区千住一丁目 5番 5号 (3882)3882 

ウ 診療日時  毎週木・土曜日 午前 9時～午後 1時 （予約制） 
 

開 始 時 期 平成２年１１月 
 

実 績 表 
■診療実施状況 

区分 

 

年度 

受診者（人） 
年  齢  別 

受 診 

延人数 
0歳～5歳 6歳～11歳 12歳～ 

総数 男 女 男 女 男 女 男 女 

3 336 239 97 5 7 55 18 179 72 1,062 

4 350 242 108 11 8 45 25 186 75 1,141 

5 369 258 111 9 4 52 25 197 82 1,183 
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３３ 健康危機管理 
所管課  

衛生管理課 

根拠法令等  インフルエンザ等対策特別措置法 

 

目 的 
「健康危機」とは、医薬品や化学物質、毒物劇物、食中毒、飲料水、感染症、その他の原因

により住民の生命・健康が脅かされる事態と定義されている。また、「健康危機管理」とは、
このような健康危機の事態に対して行われる健康被害の発生予防、治療など、拡大防止に関
する業務である。 
 

事 業 内 容 

■健康危機管理に関する主な動き 

平成 15年 1月 平成 14 年度に世田谷区内の病院で発生した院内感染による死亡事故を

受け「院内感染対応マニュアル」を作成 

5月 ＳＡＲＳ感染の非常事態に備え「足立区ＳＡＲＳに関する健康危機管理

調整会議」を開催。 医療体制の確保、混乱防止、区民への広報・周知と

相談体制等について外部の関係機関や庁内各部との連携強化を図った。 

平成 19年 11月 感染症法の改正に伴い「健康危機管理体制の整備と行動計画」改訂版を

策定 

平成 21年 1月 近隣諸国で拡大しつつある新型のインフルエンザの国内発生に伴う対

応策として「足立区新型インフルエンザ対策行動計画」を策定 

4月 足立区新型インフルエンザ対策本部を設置するとともに、発熱相談セン

ターを開設（平成 22年 4月解散） 

12月 1 歳から小学 6 年生を対象に、新型インフルエンザワクチン集団接種を

実施（全 2回接種として、2回目を平成 22年 1月に実施） 

平成 23年 1月 主に弱毒性対応の初期行動計画に対して、強毒性に対応する「足立区新

型インフルエンザ対策行動計画」改訂版を策定 

平成 24年 5月 新型インフルエンザ等対策特別措置法制定 

平成 25年 4月 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行 

鳥インフルエンザ（Ｈ7Ｎ9）対応マニュアル作成 

平成 26年 5月 足立区熱中症対策調整会議設置 

9月 特措法に基づく「足立区新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定 

平成 27年 6月 足立区デング熱対策調整会議設置 

「足立区デング熱等対策行動計画」策定 

平成 28年 12月 鳥インフルエンザ（Ｈ5Ｎ6）対応マニュアル作成 

足立区新型インフルエンザ等特定接種（公務員）に関する対応マニュアルの

作成 

平成 30年 3月 足立区新型インフルエンザ等発生時における住民接種マニュアルを作

成 

平成 31年 4月 体制強化のため、感染症対策課を新設し、感染症業務を一元化集約 

令和 2年 2月 新型コロナウイルス（covid-19）の発生状況から危機管理部が足立区新

型コロナウイルス対策本部を設置。全庁で対策にあたる。 

令和 3年 1月 新型コロナウイルスのワクチン接種事業を迅速かつ確実に実施するた

め、新型コロナウイルスワクチン接種担当部を新設 

5月 新型コロナウイルスワクチン一般区民の初回接種を開始。医療従事者等

は先行して実施 
  

172



Ⅱ各説 第６章 その他 

令和 4年 1月 新型コロナウイルスワクチン一般区民の追加接種（３回目接種）を開始 

2月 新型コロナウイルスワクチン小児（５～１１歳）初回接種を開始」 

5月 新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目接種）を開始（主に高齢

者） 

9月 新型コロナウイルスワクチン小児（５～１１歳）追加接種（３回目接種）

開始 

10月 新型コロナウイルスワクチン一般区民の令和４年秋開始接種を開始 

新型コロナウイルスワクチン乳幼児（６か月～４歳）初回接種を開始 

令和 5年 5月 新型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行 

新型コロナウイルスワクチン追加接種（令和５年春開始接種）を開始（主

に高齢者） 

9月 新型コロナウイルスワクチン追加接種（令和５年秋開始接種）を開始（初

回接種を完了した生後６か月以上の方が対象） 

令和 6年 3月 新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種が終了 
 

173



Ⅱ各説 第６章 その他 

 

３４ 原爆被爆者見舞金 
所管課 

 
衛生管理課 

根拠法令等  足立区原爆被爆者見舞金支給要綱 

 

目 的 
 原子爆弾の被爆者に対して見舞金を支給することにより、被爆者の福祉の向上を図ることを目的

とする。 
 

事 業 内 容 
ア・イの要件をいずれも満たす被爆者１人につき、年額１万円の見舞金を支給する。 
ア 当該年の７月１日に足立区に住所を有する者であること。 

イ 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」第２条第３号の規定により、被爆者健康手帳

の交付を受けている者であること。 
 

開 始 時 期 平成３１年４月 

 
実 績 表 
■見舞金支給状況 

年度 支給件数 

3 97 

4 92 
5 83 
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１ 感染症の診査に関する協議会 
所管課  

感染症対策課 

根拠法令等 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

足立区感染症の診査に関する協議会条例、同施行規則 

足立区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則 

 

設置の目的 
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の的確な運用を図る。 

 

審 議 事 項 
 就業制限、入院勧告、入院延長勧告及び医療費公費負担申請の適否について審議する。 

 

委 員 
  委員数 ６名 

任 期 ２年  
（令和５年４月１日～令和７年３月３１日、令和４年４月１日～令和６年３月３１日) 

 
開 始 時 期 
 平成１１年４月１日 
（前組織） 
足立区結核の診査に関する協議会 
足立区結核の診査に関する協議会条例（昭和５０年足立区条例第５号） 

 
開 催 実 績 
 毎月２回開催 

  
 

２ 大気汚染障害者認定審査会 
所管課  

衛生管理課 

根拠法令等  
足立区大気汚染障害者認定審査会条例  

足立区大気汚染障害者認定審査会条例施行規則 

設置の目的 
大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(東京都)に基づき、認定を行うに

あたって必要な調査審議を行い、区長に意見を述べること及び医学的に同法の的確な運用を図る。 

 

審 議 事 項 
大気汚染障害者の認定に係る必要な調査審議を行う。 

 

委 員 
  委員数 ４名 

  任 期 ２年(令和５年４月１日～令和７年３月３１日) 
 
開 始 時 期 

昭和５０年４月１日 
 
開 催 実 績 
  毎月１回開催 
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３ 公害健康被害認定審査会 
所管課  

衛生管理課 

根拠法令等  
足立区公害健康被害認定審査会条例  

足立区公害健康被害認定審査会条例施行規則 

設置の目的 
公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、補償費等の支給を適正かつ迅速に行うため、医

学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから区長が委嘱した

委員により組織され、区長に対し必要な意見を述べる。 

 

審 議 事 項 
 被認定者の認定更新及び障がいの程度についての審査を行う。 

 

委 員 
 委員数 １１名  

任 期   ２年(令和６年３月１日～令和８年２月２８日) 
 
開 始 時 期 

昭和５１年３月１日 
 

開 催 実 績 
毎月１回開催 

  

４ 公害健康被害補償診療報酬審査会 
所管課  

衛生管理課 

根拠法令等  
足立区公害健康被害補償診療報酬審査会条例 

足立区公害健康被害補償診療報酬審査会条例施行規則 

設置の目的 
 公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、医療費の支給を適正かつ迅速に行うため、医学、薬

学その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから区長が委嘱した委員によ

り組織され、区長に対し必要な意見を述べる。 

 

審 議 事 項 
 診療内容及び診療報酬その他区長が必要と認めた事項についての審査を行う。 

 

委 員 
 委員数 ５名 

 任 期 ２年(令和６年４月１日～令和８年３月３１日) 
 
開 始 時 期 

昭和５１年４月１日 
 
開 催 実 績 

毎月１回開催（２日間） 
       

５ 保健所運営協議会【令和２年度廃止（※）】 

（※）現在、保健衛生分野だけでなく福祉分野も含めた総合的な協議は、地域保健福祉推進協議会

で行っており、議事内容も重複していることから、当協議会については廃止した。 
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１ 沿  革 

昭和１２年 ４月 結核予防を主眼とした保健所法（昭和１２年法律第４２号）公布 

１４年 ３月 東京市立足立健康相談所として足立区千住高砂町９８番地に開設 

４月 健康相談所に東京市立足立小児保健所を併設 

９月 健康相談所に東京市立足立児童健康指導所を併設 

１８年 ６月 足立健康相談所及び足立小児保健所を廃止し、東京市立足立保健所を開設 

７月 東京都制施行 

１９年１０月 東京都足立保健所と足立児童健康指導所が統合し､東京都足立高砂保健所と改称 

逓信省所管の足立簡易保険健康相談所の移管を受け、東京都足立龍田保健所と改称 

２０年 ４月 足立龍田保健所、戦災により焼失 

６月 足立高砂保健所を東京都足立保健所と改称 

２２年 ３月 足立保健所を東京都第五保健所と改称 

２３年１０月 改正保健所法の施行に伴い、足立区役所衛生課と統合し、東京都足立保健所（４課１７係）

と改称して発足 

２７年 ８月 東京都千住保健所（千住仲町７６番地）が、足立保健所から分離独立 

３１年 ７月 足立保健所、千住弥生町３４番地（現 中央本町１－５－３）に新庁舎建設移転 

３２年 ４月 保健所に優生保護相談所を併設 

４０年 ４月 ３９年７月の地方自治法の一部改正により、伝染病予防法・トラホーム予防及び寄生虫予

防に関する事務、予防接種法・結核予防法等の業務の一部が、都から足立区に移管される。

（なお、予防接種法・結核予防法に定める区長の権限に属する事務等は、保健所長が区長

から再委任を受けている。） 

４４年１２月 機構改革により、衛生課・予防課に主査制がしかれる。 

４５年 ４月 千住保健所東和保健相談所（東和４－１０－３）開設 

４６年 ４月 千住保健所江北保健相談所（江北６－１６－２－１０１）開設 

 足立保健所竹の塚保健相談所（竹の塚６－１８－１２－１０１）開設 

４７年 ３月 千住保健所の新庁舎完成 

４８年 ９月 竹の塚休日診療所（竹の塚２－２５－２１ 教育センター内）開設 

１０月 千住休日診療所（千住仲町１５ 足立区医師会館内）開設 

 綾瀬休日診療所（東綾瀬１－５－１７ 東部区民福祉センター内）開設 

５０年 ４月 地方自治法の一部改正に伴い、区内の２保健所、３保健相談所が都から足立区に移管（薬

剤師法等薬務に関する事務が都直轄となり、医療係は医務担当主査となる。） 

４月 衛生部（管理課）を設置し、保健衛生行政事業の総合調整を開始 

９月 公害健康被害補償担当主査設置 

１２月 公害健康被害補償法に基づく第一種地域（大気系）の指定を受ける。 

５１年 １月 江北休日診療所（江北６－１６－２－１０１ 江北保健相談所内）開設 

４月 衛生部業務課を設置、公害健康補償担当主査及び衛生係が管理課から移管 

５２年 ４月 衛生部管理課保健係及び予防係を組織変更し、保健予防係となる。衛生部管理課に保健計

画担当主査を設置 

５３年 ４月 綾瀬休日診療所を東和保健相談所内に移転し、東和休日診療所として開設 

８月 足立区保健センター（伊興町前沼１１５７－６）竣工 

９月 足立保健所、保健センター内に移転 

１０月 足立区保健センター開設 

５４年 １月 竹の塚休日診療所を竹の塚保健相談所内（竹の塚６－２８－１２－１０１）移転 

３月 竹の塚保健相談所を中央本町保健相談所と改称し、旧足立保健所跡（中央本町１－５－３）

に移転し、旧竹の塚保健相談所施設を足立保健所分室と改称 
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５４年 ９月 竹の塚休日歯科診療所（竹の塚６－１８－１２－１０１足立保健所分室内）開設 

５６年 ３月 足立区保健衛生教育員及び足立区伝染病予防員廃止 

５７年 ３月 千住保健所東和保健相談所及び東和休日診療所、東和３－１２－９に移転 

４月 足立保健所所管区域の一部（綾瀬川以東）を千住保健所所管区域に編入 

５８年 ３月 千住保健所江北保健相談所及び江北休日診療所、西新井本町２－３０－４０に新庁舎建設

移転 足立区保健センター廃止 

４月 足立保健所及び千住保健所の所管区域を変更 

所管区域の変更に伴い、足立保健所中央本町保健相談所を千住保健所中央本町保健相談所、

千住保健所江北保健相談所を足立保健所江北保健相談所と改称 

足立・千住保健所庶務課普及係及び衛生部管理課保健計画主査を廃止し、管理課に保健計

画係を設置 

６０年 ２月 千住保健所中央本町保健相談所、改築のため仮設庁舎（中央本町１－１６－１）に移転 

６１年 ４月 衛生部管理課を衛生部健康管理課に名称変更 

９月 千住保健所中央本町保健相談所、中央本町１－５－３に新庁舎建設移転 

１０月 衛生試験所（千住保健所中央本町保健相談所に併設）開設 

６３年 ３月 公害健康被害の補償に関する法律の施行により、第１種地域（大気系）の指定解除 

４月 衛生部業務課公害保健係を廃止 

平成 ２年 ４月 衛生部次長を廃止し、衛生部主幹（保健医療担当）を設置 

衛生部健康管理課に健康管理主査を置く 

３年 ４月 衛生部主幹（保健医療担当）を衛生部参事（保健医療）に改める。 

５年 ４月 衛生部参事（保健医療）を廃止し、衛生部次長を設置 

業務課を保健推進課に改め公害補償係と保健予防係を所管し、防疫指導係を廃止 

６年 ６月 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律可決（７月１日施行）により保健

所法が地域保健法に改正 

７年 ４月 計画・調整機能強化のため、衛生部に副参事（地域保健計画推進）を設置 

健康管理課から計画調整主査を移管 

保健所・保健相談所の事業実施体制の整備、強化を図るため、衛生指導課に食品衛生係、

環境衛生係を設置 保健予防課及び保健相談所に保健指導係を設置 

８年 ４月 衛生部健康管理課を衛生部保健管理課に変更 

９月 竹の塚休日診療所及び竹の塚休日歯科診療所を竹の塚センター（竹の塚２－２５－１７）

に移転 

９年 ４月 地域保健法施行、保健所・保健相談所の実施体制の整備、強化を図るため、足立保健所保

健予防課保健指導第一係を設置、既存の保健指導係を保健指導第二係と改称 

１０年 １月 地域生活支援センター（竹の塚６－１８－１２－１０１）開設 

４月 足立保健所保健予防課成人保健係を設置、既存の業務係を母子保健係と改称 

１１年１２月 千住保健所、千住仲町１９－３（複合施設千住庁舎新設）に移転 

１２年 ４月 

 

 

 

衛生部・保健所の組織を再編 

衛生部に衛生管理課、衛生試験所を設置、従来の２保健所３保健相談所体制を１保健所２

課５保健総合センター体制に再編 

足立保健所に生活衛生課、健康推進課、中央本町保健総合センター、竹の塚保健総合セン

ター第一課・第二課、江北保健総合センター、千住保健総合センター、東和保健総合セン

ターを設置 

１３年 ４月 足立保健所生活衛生課保健総務係を生活衛生係に改め、所管事項に害虫等駆除を加え環境

衛生担当係長を設置 

１４年 ３月 「健康あだち２１」行動計画策定 
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１４年 ４月 衛生部組織と保健所組織一体化のため、衛生部衛生管理課を衛生部足立保健所衛生管理課

に、また、足立保健所を衛生部足立保健所に変更 

「健康あだち２１」等執行体制強化のため、副参事（特命）及び調整担当係長を設置 

地域生活支援センター（就労支援係、生活支援係）を（財）社会福祉協議会から移管 

１５年 ４月 竹の塚保健総合センター第一課、第二課を廃止し、竹の塚保健総合センターを設置 千住

休日応急診療所を医師会館（中央本町３－４－４）に移転し、足立区医師会館休日応急診

療所に改称 

５月 健康増進法施行 

１０月 マンモグラフィによる乳がん検診導入 

１６年 ４月 足立保健所衛生管理課を衛生部衛生管理課に変更 

衛生部に副参事（保健計画）及び保健計画担当係長を設置 

衛生部衛生試験所を足立保健所衛生試験所に変更 

足立保健所の副参事（特命）及び調整担当係長を廃止 

足立保健所生活衛生課生活衛生係、衛生調整担当係長を廃止、環境衛生係を環境衛生監視

係に改称 

足立保健所健康推進課に健康づくり係を設置、健康推進担当係長を健康づくり担当係長に

改称 

地域生活支援センターに育成支援担当係長を設置 

１７年 ４月 足立保健所竹の塚保健総合センター、竹の塚休日応急診療所、竹の塚休日応急歯科診療所

を西竹の塚１－１１－２（エミエルタワー竹の塚２階）に移転 

足立保健所健康推進課の母子保健係を健康推進係に改称し、健康づくり係を廃止、健康づ

くり担当係長及び成人保健担当係長を設置、中央本町及び東和保健総合センターに地域保

健担当係長を設置 

子宮がん検診の対象年齢引き下げ（30歳以上→20歳以上） 

前立腺がん検診の導入（60歳から 64歳の男性対象） 

１８年 ４月 障害者自立支援法施行 

足立保健所竹の塚保健総合センターの担当区域の一部を中央本町保健総合センター及び江

北保健総合センターへ変更 

衛生部副参事（保健計画）の保健計画担当係長を廃止 

足立保健所健康推進課成人保健担当係長及び疾病対策係、公衆衛生担当係長を廃止 

同健康推進課に保健医療係を設置 

足立保健所中央本町保健総合センターに公衆衛生担当係長を設置 

足立保健所竹の塚保健総合センターに事務調整担当係長を設置 

足立保健所東和保健総合センターの公衆衛生担当係長を廃止 

地域生活支援センターの育成支援担当係長を廃止 

１９年 ３月 「足立区食育推進計画」を策定 

４月 足立保健所竹の塚保健総合センターの事務調整担当係長を廃止 

２０年 １月 平日夜間小児初期救急診療の開始 

４月 医療制度改革により特定健診・特定保健指導、後期高齢者医療制度などの開始 

 足立保健所生活衛生課の環境衛生担当係長及び食品保健担当係長を廃止 

足立保健所健康推進課に成人保健担当係長及び地域支援担当係長を設置 

地域生活支援センターの就労支援係及び生活支援係を廃止し指定管理者による運営を開始

（精神障害者自立支援センター（ふれんどりぃ）に名称を変更） 

ピロリ菌抗体検査を導入（５年間の試行） 

５月 足立保健所生活衛生課の医薬衛生係に医療安全相談窓口を設置 

２１年 １月 「足立区新型インフルエンザ対策行動計画」を策定 
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２１年 ３月 「足立区保健衛生計画」（平成２１年度～２３年度）の改正 

４月 生活習慣病予防と特定健診・保健指導の動議付けを目的に若年者健診（３５歳の区民健診）

を開始 

 新型インフルエンザの世界的流行により、「足立区新型インフルエンザ対策本部」を区長室

に設置 

５月 衛生部副参事（健康づくり担当）を設置 

２２年 ４月 「足立区新型インフルエンザ対策本部」を解散 

 足立保健所生活衛生課に食品衛生担当係長を設置 

足立保健所健康推進課を廃止し、保健予防課（保健予防係、保健医療係、精神保健担当係

長、こころといのち支援担当係長）と健康づくり課（健診事業係、健康づくり係、事業調

整担当係長）を設置 

衛生部副参事（健康づくり担当）を廃止、足立保健所衛生試験所に担当課長を設置 

６月 日本脳炎予防接種の積極的勧奨を再開 

２３年３月１１日 

(１４時４６分) 

東日本大震災発生 

【規模】三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震 

・マグニチュード９．０、最大震度７ 

３月 【震災関連】足立区災害対策本部設置 

東京都が東京都武道館に避難所を開設（足立区職員応援） 

４月 足立保健所にこころといのち支援担当課長を設置 

 【震災関連】被災地（福島県及び宮城県など）保健師を中心とする衛生部職員を派遣 

５月 ＭＲ予防接種の４期対象年齢（高２まで）拡大（平成 24年 3月 31日までの時限） 

 【震災関連】足立区災害対策本部解散 

２４年 ４月 足立保健所生活衛生課に庶務係を設置（足立保健所の庶務管理機能を集約） 

 併せて同課の住居衛生係を廃止し、生活衛生担当係長を設置 

 足立保健所中央本町保健総合センター診療放射線担当係長を足立保健所保健予防課に移設 

９月 不活化ポリオワクチンの定期接種導入 

２５年 ３月 足立保健所改修工事のため中央本町保健総合センターが梅島２－２－２、衛生試験所が 

入谷８－１１－１へ仮移転 

４月 健康づくり課とこころといのち支援担当課長を廃止し、保健予防課とこころとからだの健

康づくり課を設置 

 ヒブ・肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチンを定期接種化 

先天性風しん症候群発生防止のための緊急予防接種助成開始（平成 26年 3月末まで） 

６月 

 

９月 

１１月 

２６年 ３月 

 

足立保健所改修工事のため、生活衛生課が中央本町１－１２－２４へ仮移転 

子宮頸がんワクチン予防接種の積極的勧奨中止 

「足立区糖尿病対策アクションプラン」策定 

健康あだち２１（第二次）行動計画（平成 25年度～平成 34年度）作成 

足立保健所改修工事完了のため、生活衛生課、中央本町保健総合センター、衛生試験所が、中

中央本町１－５－３へ戻る 

４月 

 

 

 

９月 

 

 

１０月 

 

足立保健所保健予防課診療放射線担当係長を足立保健所竹の塚保健総合センターに移設 

肺がん検診、結核検診を足立区医師会へ委託、受託検診の廃止 

次長制の廃止 

こころとからだの健康づくり課健康づくり担当係長を糖尿病対策担当係長に名称変更 

「足立区新型インフルエンザ等対策行動計画」策定 

「足立区糖尿病対策アクションプラン（改訂版）」策定 

「足立区糖尿病対策アクションプラン－歯科口腔保健対策編－」策定 

水痘ワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチンを定期接種化 
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２７年 ４月 足立保健所中央本町保健総合センターを足立保健所中央本町地域・保健総合支援課へ名称 

変更 

足立保健所こころとからだの健康づくり課を衛生部こころとからだの健康づくり課へ移設 

 足立保健所こころとからだの健康づくり課精神保健係、精神保健担当係長を廃止 

 足立保健所中央本町地域・保健総合支援課へ精神保健係、精神保健担当係長を設置 

 足立保健所衛生試験所を足立保健所生活衛生課へ移設（係組織へ変更） 

足立保健所保健予防課感染症対策係を新設 

足立保健所竹の塚保健総合センター診療放射線担当係長を廃止 

６月 「足立区デング熱等対策行動計画」策定 

７月 難病患者の医療費助成対象疾病の拡大（２７年１月に１１０疾病、７月に３０６疾病に 

拡大） 

糖尿病重症化予防フォロー事業の開始 

 足立保健所東和保健総合センターが大谷田３－１１－１３に一時移転 

２８年 ４月 衛生部衛生管理課に事業再編担当係長を時限的に新設 

足立保健所保健予防課健診事業係を衛生部衛生管理課健診保健サービス係へ移設 

足立保健所保健予防課に妊産婦支援係を新設 

 足立保健所竹の塚保健総合センター、江北保健総合センター、千住保健総合センターの 

名称を竹の塚保健センター、江北保健センター、千住保健センターとし、東和保健総合 

センターの名称を東部保健センターと変更 

 ２９年４月からの足立保健所窓口等運営業務委託に向けて中央本町地域・保健総合支援 

課および竹の塚保健総合センターに派遣職員が入り窓口業務と業務委託準備業務を行う。 

 妊産婦支援（あだちスマイルママ＆エンジェルプロジェクト（ＡＳＭＡＰ））を本格実施 

 妊婦健康診査にＨＩＶ検査、子宮頸がん検診の項目が追加 

 がん検診等の受診勧奨について、個別に受診可能な健診を全て表記する総合受診券方式を 

導入 

 ＢＣＧ接種が全て医療機関での個別接種となる。（２３区乗り入れ可能） 

１０月 Ｂ型肝炎ワクチンが定期接種となる 

２９年 １月 精神障がい者自立支援センター「ふれんどりぃ」が、隣地（竹の塚６－１８－４）へ移転 

４月 データヘルス推進課新設 衛生管理課から健診保健サービス係を移管し、健診事業係と 

する。国民健康保険課から特定健診・特定保健指導、ジェネリック医薬品普及事務が移管、

高齢医療・年金課から後期高齢者医療健診事務が移管される。 

 環境調査事務を生活衛生課から生活環境保全課への移管 

 中央本町地域・保健総合支援課、竹の塚保健センター、江北保健センター、千住保健セ 

ンターの受付業務の外部委託を実施 

 乳がん検診の視触診検査を廃止する。 

成人歯科健診対象者の拡大（45,55歳を追加し、20歳から 70歳まで 5歳間隔とする） 

妊婦歯科健診実施 

 足立区糖尿病対策アクションプラン「おいしい給食・食育対策編」策定 

 難病患者の医療費助成対象疾病の拡大（３３０疾病） 

 小児慢性疾患対象疾病の拡大（７２２疾病） 

３０年 ３月 「足立区糖尿病対策アクションプラン」及び「足立区糖尿病対策アクションプラン－歯科

口腔保健対策編－」について中間見直しによる改定版を作成 

 「足立区自殺対策計画」策定 

 思春期デイケアを竹の塚保健センター、江北保健センターの２か所に集約し、中央本町地

域・保健総合支援課、千住保健センター、東部保健センターは終了とする。 

３０年 ４月 インターネットゲートキーパー開始 

 骨髄等移植ドナー支援事業開始 

足立区データヘルス計画（改定版）（平成 29年度～令和 2年度）策定 
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１０月 北海道胆振地震(３０．９.６)発生により衛生部職員被災地派遣（厚真町）  

保健師３名、事務１名   １０/２１（日）～１０/２６（金）５泊６日 

１１月 風しん患者が急増し、１９歳以上の男女を対象に抗体検査を風しんの蔓延防止対策として

拡充して実施 

３１年 １月 障害者保健福祉手帳１級所持者が心身障害者医療費助成制度（マル障）の対象となる。 

３１年 ４月 感染症対策課新設。感染症業務の集中化を図る。 

 乳がん・子宮がん検診の自己負担金をワンコイン化（５００円）に引き下げ 

 ７５歳以上の区民を対象に高齢者インフルエンザ予防接種費用を全額助成とする。 

 

 

 

令和元年 ７月 

１０月 

令和２年 ２月 

 

３月 

風しん抗体検査の医療機関受診を開始。１９６２年４月２日から１９７９年４月１日生ま

れの男性を対象に風しん予防接種費用を全額助成する。 

新生児聴覚検査費用助成の開始 

胃がん内視鏡検診を開始 

元気な職場づくり応援事業（健康経営）を開始 

新型コロナウイルス（covid-19）が国内まん延。危機管理部が足立区新型コロナウイルス

対策本部会議を設置。 

思春期デイケアを竹の塚保健センター１か所に集約し、江北保健センターは終了とする。 

令和２年 ４月 特定不妊治療及び男性不妊治療費用の一部助成を開始 

 子どもの健康を守る卒煙チャレンジ支援事業を開始 

５月 

９月 

１０月 

 

令和３年 １月 

スマイルママ面接（保健師等による妊婦全数面接）を開始 

デイサービス型産後ケアを開始 

ロタウイルスワクチンの定期接種化 

高齢者インフルエンザ予防接種費用の全額助成及び任意接種制度開始 

新型コロナウイルスワクチン接種担当部を新設 

４月 

 

５月 

１０月 

令和４年 １月 

２月 

精神障がい者措置入院者退院後支援を開始 

ファーストバースデーサポート・多胎児家庭移動支援を開始 

新型コロナウイルスワクチン一般区民の初回接種を開始。医療従事者等は先行して実施 

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用の全額助成 

新型コロナウイルスワクチン一般区民の追加接種（３回目接種）を開始 

新型コロナウイルスワクチン小児（５～１１歳）初回接種を開始 

令和４年 ４月 

 

５月 

９月 

 

１０月 

 

宿泊型産後ケアを委託医療機関において開始 

ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス感染症）ワクチン予防接種の積極的勧奨再開 

新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目接種）を開始（主に高齢者が対象） 

新型コロナウイルスワクチン小児（５～１１歳）追加接種（３回目接種）を開始 

新型コロナウイルスワクチン一般区民の令和４年秋開始接種を開始 

新型コロナウイルスワクチン乳幼児（６か月～４歳）初回接種を開始 

３歳児健康診査における「目の屈折検査」を開始 

令和５年１月 

４月 

 

 

 

 

 

５月 

 

 

 

８月 

 

特定不妊治療費（先進医療）の区の上乗せ助成を開始 

アピアランスケア推進事業を開始 

あだち出産・子育て応援事業（国の出産・子育て応援給付金）を開始。本事業の実施にあ

たり、伴走型相談支援事業として、①スマイルママ面接、②妊娠後期アンケート（新規）、

③こんにちは赤ちゃん訪問を位置付けた。 

医療機関実施による日帰り型産後ケアを綾瀬産後ケアで開始 

おたふくかぜワクチン任意予防接種費用の一部助成開始 

特定健診（国保及び国保外）・後期高齢者医療健診での上乗せ項目健診に、これまで行って

いた 4項目（胸部Ｘ線等）に 3項目（血清アルブミン等）を追加 

新型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行 

新型コロナワクチン追加接種（令和５年春開始接種）を開始（主に高齢者が対象） 

６歳児フッ化物塗布事業を開始 

帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用の一部助成開始 
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９月 

 

１０月 

 

令和６年１月 

令和６年３月 

 

新型コロナウイルスワクチン追加接種（令和５年秋開始接種）を開始（初回接種を完

了した生後６か月以上の方が対象） 

難病医療費助成と小児慢性特定疾病医療費助成の認定日を申請日から診断日まで遡ること

が可能となった。（東京都事業） 

医療機関等の産後ケアでオンライン申請を開始（令和５年６月の利用基準の緩和による） 

第３期足立区データヘルス計画（令和 6年度～令和 11年度）策定 

新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種が終了 

健康あだち２１（第三次）行動計画（令和 6年度～令和 17年度）策定 
風しん 
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２　行政組織

（令和６年４月１日現在）

江北保健センター移転調整担当係長

母子保健事業担当係長

竹の塚保健センター

受動喫煙対策担当課長

地域保健担当係長

防疫係

保健栄養担当係長

感染症対策担当係長

システム標準化担当係長

千住保健センター

感染症対策課

中央本町地域・保健総合支援課
地域保健係

庶務係

防疫担当係長

妊産婦支援係

衛生管理課

データヘルス推進課

こころとからだの健康づくり課

栄養施策推進担当係長

衛生管理係

健康づくり係

公害保健係

歯科保健担当係長

衛生試験所

受動喫煙防止担当係長

こころといのち支援係

調整担当係長

生活衛生係

地域保健第二係

江北保健センター

計画調整担当係長

健診事業係

医薬衛生係

地域保健担当係長

保健栄養担当係長
歯科保健担当係長

精神保健係
精神保健担当係長

医務担当係長
地域保健第一係

歯科保健担当係長

地域保健担当係長

庶務係
地域保健係

地域保健係
東部保健センター 庶務係

保健栄養担当係長
歯科保健担当係長

衛生部

保健予防課

生活衛生課足立保健所

保健予防係

保健栄養担当係長

庶務係
地域保健係
地域保健担当係長

事業調整係

大学病院整備担当係長

食品監視係

データヘルス推進係

食品衛生担当係長

動物愛護事業担当係長
庶務係

保健予防担当係長

食品保健係

検査担当係長

多世代健康データ連携担当係長

糖尿病対策担当係長

健康経営・協創推進担当係長

予防接種係

歯科保健担当係長

庶務係

地域保健担当係長

保健栄養担当係長
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３ 事務分掌 

衛 生 部 

衛生管理課 

衛生管理係 

１ 保健衛生行政の調整に関すること。 

２ 保健所との連絡調整に関すること。 

３ 保健衛生に係る広報及び報告に関すること。 

４ 保健医療及び歯科保健協議会に関すること。 

５ 保健衛生団体等への助成に関すること。 

６ 公衆浴場の事業助成に関すること。 

７ 人口動態等の統計及び調査に関すること(医療関係を除く。)。 

８ 障がい児歯科診療事業に関すること。 

９ 休日応急診療所等に関すること。 

10 小児初期救急診療事業に関すること。 

11 保健衛生に係る人材育成及び教育に関すること。 

12 健康危機管理の調整に関すること。 

13 医療関係団体の調整に関すること。 

14 部の調整管理に関すること。 

（1）部内の調整管理 

（2）部内事業に係る他の部局との調整 

15 部内他の課及び係に属しないこと。 

大学病院整備担当係長 

１ 大学病院整備に関すること。 

２ 保健衛生業務の調整に関すること。 

３ 保健衛生に係る計画等の推進に関すること。 

４ 保健所の整備に関すること。 

５ 保健衛生情報の収集、解析、発信及び開発に関すること。 

６ 医療計画の調整に関すること。 

７ 医務、薬事、食品及び環境関係等の行政処分に関すること。 

８ その他部内の政策に係る調整管理に関すること。 

計画調整担当係長 

１ 保健師業務の調整に関すること。 

２ 保健衛生業務の調整に関すること｡ 

３ 保健衛生に係る計画等の推進に関すること。 

公害保健係 

１ 公害保健福祉事業及び健康被害予防事業に関すること。 

２ 公害健康被害補償の認定及び給付に関すること。 

３ 公害健康被害認定審査会及び診療報酬審査会に関すること。 

４ 大気汚染健康障害者に対する医療費助成の申請の受理及び認定等に関すること。 

５ 大気汚染障害者認定審査会に関すること。 

６ 石綿による健康被害救済制度の申請受理等に関すること。 

７ 原子爆弾被爆者に関すること。 

システム標準化担当係長

１ 保健衛生システムの標準システム移行に関すること。 
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２ 保健衛生システムの管理運営、調整及び開発支援に関すること。 

データヘルス推進課 

データヘルス推進係 

１ 各部健康施策の企画調整に関すること。 

２ 特定健康診査及び特定保健指導の企画調整に関すること。 

３ 特定健康診査及び特定保健指導以外の健康教育、健康相談等の企画調整に関すること。 

４ ジェネリック医薬品普及啓発の企画調整に関すること。 

５ 課内他の係に属しないこと。 

多世代健康データ連携担当係長 

１ 健康データの収集及び分析に関すること。 

２ 歯科口腔保健対策に関すること。 

３ 所管事務に係る保健センター等との連絡調整に関すること。 

健診事業係 

１ 各種健(検)診に関すること。 

２ 所管事務に係る保健センター等との連絡調整に関すること。 

こころとからだの健康づくり課 

健康づくり係 

１ 健康づくり事業に関すること。 

２ 「健康あだち２１(第二次)行動計画」の推進に関すること。 

３ 糖尿病対策に関すること。 

４ 健康教育に関すること。 

５ 保健栄養及び食育に関すること。 

６ 受動喫煙防止に係る啓発に関すること。 

７ 所管事務に係る保健センター等との連絡調整に関すること。 

８ 課内他の係に属しないこと。 

糖尿病対策担当係長 

１ 糖尿病対策に関すること。 

２ 健康づくり事業の企画、調整に関すること。 

３ 食育事業の企画、調整に関すること。 

栄養施策推進担当係長 

１ 栄養関連データの収集及び分析に関すること。 

２ 栄養施策に係る企画・立案及び評価に関すること。 

３ 栄養施策機能の一元化を図るための庁内連絡調整に関すること。 

健康経営・協創推進担当係長 

１ 健康経営に関すること。 

２ 糖尿病対策及び受動喫煙対策の協働・協創推進に関すること。 

こころといのち支援係 

１ 自殺対策に関すること。 

２ こころの健康づくりに関すること。 

保健予防課 

保健予防係 

１ 母子保健に関すること。 

２ 養育医療に関すること。 
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３ 小児慢性疾患医療費助成に関すること。 

４ 難病医療費助成等に関すること。 

５ 所管事務に係る保健センター等との連絡調整に関すること。 

６ 課内他の係に属しないこと。 

 予防接種係 

１ 予防接種に関すること。 

保健予防担当係長 

１ 保健予防施策の連絡調整に関すること。 

２ 保健分野の調査及び研究に関すること。 

妊産婦支援係 

１ 妊産婦の相談・支援に関すること。 

２ 所管事務に係る保健センター等との連絡調整に関すること。 

母子保健事業担当係長 

１ 妊産婦の相談・支援に関すること。 

２ 母子保健施策の連絡調整に関すること。 

足立保健所 

生活衛生課 

庶務係 

１ 公印の管守に関すること。 

２ 文書の収受、発送及び保存に関すること。 

３ 使用料等の収納管理に関すること。 

４ 施設の維持管理に関すること。 

５ 狂犬病の予防に関すること。 

６ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に 

基づく獣医師からの届出受理、動物等の調査及び指導等に関すること。 

７ 迷惑鳥獣に係る相談に関すること。 

８ 課内他の係に属しないこと。 

動物愛護事業担当係長 

１ 動物愛護に関すること。 

２ 飼い主のいない猫対策に関すること。 

受動喫煙防止担当係長 

１ 受動喫煙防止対策に関すること。 

生活衛生係 

１ 理容所、美容所、クリーニング所、旅館、興行場、公衆浴場、温泉、墓地、水道施設、 

特定建築物、プール及び住居衛生に関すること。 

２ 環境衛生関係施設の許認可及び監視等に関すること。 

３ 環境衛生に係る普及、啓発に関すること。 

４ 環境衛生関係法令に係る調整に関すること。 

５ 環境衛生関係団体の育成に関すること。 

６ 環境衛生に係る調査及び研究に関すること。 

７ 住宅宿泊事業法に基づく届出に関すること。 

８ ねずみ・衛生害虫等に関すること。 
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９ 飲み水等に関すること。 

食品保健係 

１ 担当地区における食品関係の営業許可及び監視指導に関すること。 

２ 食品衛生事業に係る企画、調整に関すること。 

３ 食品衛生に係る普及、啓発に関すること。 

４ 食品衛生に係る統計に関すること。 

５ 調理師法、製菓衛生師法及びふぐの取扱い規制条例に関すること。 

６ 食品衛生推進員制度に関すること。 

７ 食品衛生に係る他の自治体等との連絡調整に関すること。 

８ 食品衛生関係団体の育成に関すること。 

食品衛生担当係長 

１ 担当地区における食品関係の営業許可及び監視指導に関すること。 

２ 食品衛生関係法令に係る調整に関すること。 

３ 食鳥処理業に関すること。 

４ 化製場等に関すること。 

５ 食品衛生関係団体の育成に関すること。 

食品監視係 

１ 担当地区における食品関係の営業許可及び監視指導に関すること。 

２ 食中毒の予防に関すること。 

３ 食品等の試験検査に関すること。 

４ 食品衛生に係る特別及び緊急監視に関すること。 

５ 食品関係営業者の自主的衛生管理体制への支援及び育成に関すること。 

６ 食品衛生に係る調査及び研究に関すること。 

医薬衛生係 

１ 医療法に基づく施設の許可等及び監視指導に関すること。 

２ 薬事関係法令に基づく施設の許可等及び監視指導に関すること。 

３ 登録衛生検査所に関すること。 

４ 医療従事者免許に関すること。 

５ 毒物及び劇物の取締りに関すること。 

６ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。 

７ 医療関係に係る統計及び調査に関すること。 

８ 医療に関する相談受付・普及啓発に関すること。 

衛生試験所 

１ 食品・水等の試験検査に関すること。 

２ 腸管系感染症の検査に関すること。 

３ 結核の検査に関すること。 

４ 試験検査に関する科学的情報の収集、解析及び提供に関すること。 

５ 試験検査の精度管理に関すること。 

６ 地方衛生研究所全国協議会に関すること。 

検査担当係長 

１ 食品・水等の試験検査に関すること。 

２ 腸管系感染症の検査に関すること。 

３ 結核の検査に関すること。 

４ エイズ及び性感染症等の検査に関すること。 

５ 試験検査に関する科学的情報の収集、解析及び提供に関すること。 

６ 試験検査の精度管理に関すること。 
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７ 地方衛生研究所全国協議会に関すること。 

受動喫煙対策担当課長 

１ 受動喫煙防止対策に関すること。 

感染症対策課 

事業調整係 

１ 公印の管守に関すること。 

２ 文書の収受、発送及び保存に関すること。 

３ 感染症対策（感染症法に基づく獣医師からの届出受理、動物等の調査及び指導に関する 

ことを除く。）及び感染症の診査に関する協議会に関すること。 

    ４ 結核の検診に関すること。 

５ エイズ及び性感染症の検診に関すること。 

６ 感染症医療費助成に関すること。 

７ 感染症対策に係る普及啓発に関すること。 

８ 所管事務に係る関係機関等との連絡調整に関すること。 

９ 課内他の係に属しないこと。 

防疫係 

１ 感染症対策（感染症法に基づく獣医師からの届出受理、動物等の調査及び指導に関する 

ことを除く。）及び感染症の診査に関する協議会に関すること。 

２ 感染症に係る保健指導・相談に関すること。 

３ 感染症等による健康危機管理に関すること。 

４ 感染症予防・対策活動における調査、研究及び保健師等の人材育成に関すること。 

５ 感染症対策に係る普及啓発に関すること。 

６ 所管事務に係る関係機関等との連絡調整に関すること。 

防疫担当係長 

１ 感染症の業務に係る保健師の資質向上に関すること。 

２ 感染症の業務の調整に関すること。 

感染症対策担当係長 

１ 感染症対策（感染症法に基づく獣医師からの届出受理、動物等の調査及び指導に関する 

ことを除く。）及び感染症の診査に関する協議会に関すること。 

２ 感染症に係る保健指導・相談に関すること。 

３ 感染症等による健康危機管理に関すること。 

４ 感染症予防・対策活動における調査、研究及び人材育成に関すること。 

５ 感染症対策に係る普及啓発に関すること。 

６ 所管事務に係る関係機関等との連絡調整に関すること。 

調整担当係長 

１ 感染症対策業務の調整に関すること。 

感染症対策担当課長 
１ 感染症対策に関すること。 

中央本町地域・保健総合支援課 
庶務係 

１ 公印の管守に関すること。 

２ 文書の収受、発送及び保存に関すること。 

３ 使用料等の収納管理に関すること。 
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４ 難病の機器貸与事業等に関すること。 

５ 予防接種に関すること。 

６ 各種医療費助成等の申請受理に関すること。 

７ 各種健(検)診に関すること。 

８ 健康づくり事業に関すること。 

９ 母性、乳幼児の健康診査等に関すること。 

10 課内他の係に属しないこと。 

地域保健係 

１ 地域の実態把握と保健師活動の計画及び評価に関すること。 

２ 地域の組織、機関等との連携及び調整に関すること。 

３ 地域の健康づくり事業に関すること。 

４ 地域の健康経営に関すること。 

５ 健康の保持増進、疾病予防及び重症化予防に関すること。 

６ 精神保健福祉及び難病の保健指導・相談に関すること。 

７ 措置入院者退院後支援に関すること。 

８ 感染症等による健康危機管理に関すること。 

９ 母子、成人及び高齢者保健の保健指導・相談・グループ支援に関すること。 

10 地域保健活動における団体の育成及びネットワークづくり等ソーシャルキャピタルの 

推進に関すること。 

11 地域保健活動における調査、研究及び保健師等の人材育成に関すること。 

12 学生実習等に関すること。 

地域保健担当係長 

１ 地域保健の業務に係る保健師の資質向上に関すること。 

２ 地域保健の業務の調整に関すること｡ 

歯科保健担当係長 

１ 歯料保健及び歯科疾患の予防に関すること。 

２ 歯科保健活動における調査及び研究に関すること。 

３ 学校、幼稚園、保育園等との連携による歯科保健活動に関すること。 

４ 地域における関係機関等との連携及び調整に関すること。 

５ 歯科保健活動における団体の育成及びネットワークづくりに関すること。 

６ 歯科疾患実態調査に関すること。 

７ 学生実習等に関すること。 

保健栄養担当係長 

１ 保健栄養及び食育に関すること。 

２ 保健栄養及び食育における調査及び研究に関すること。 

３ 国民健康・栄養調査に関すること。 

４ 特定給食施設等の指導及び関係団体の育成に関すること。 

５ 食品表示に関すること。 

６ 「食」の環境づくりに関すること。 

７ 食育サポーターの育成及び活動に関すること。 

８ 保健栄養活動における団体の育成及びネットワークづくりに関すること。 

９ 地域における関係機関との連絡調整に関すること。 

10 学生実習等に関すること。 

精神保健係 

１ 精神保健福祉施策の推進に関すること。 

２ 精神障害者保健福祉手帳に関すること。 

３ 自立支援医療(精神通院・育成)に関すること。 
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４ 精神障がい者福祉施設の支援に関すること。 

５ 精神障がい者に係る障害者自立支援給付に関すること。 

６ 精神障がい者の手当の支給及び医療費助成に関すること。 

７ 精神障がい者団体等の支援に関すること。 

８ 精神障がい者自立支援センターに関すること。 

９ 精神障がい者の虐待防止に関すること。 

10 こころの健康フェスティバルの実施に関すること。 

11 精神障がい者の成年後見制度に関すること。 

12 所管事務に係る保健センター等との連絡調整に関すること。 

精神保健担当係長 

１ 精神保健事業の調査、研究及び啓発に関すること。 

２ 精神保健事業に係る所内技術職員の資質向上に関すること。 

３ 他部及び関係機関に対する精神保健に係る技術支援に関すること。 

４ 措置入院者退院後支援の調整に関すること。 

５ 精神障がい者の生活支援に関すること。 

保健センター（竹の塚保健センター、江北保健センター、 

千住保健センター、東部保健センター ） 
庶務係 

１ 公印の管守に関すること。 

２ 文書の収受、発送及び保存に関すること。 

３ 使用料等の収納管理に関すること。 

４ 施設の維持管理に関すること。 

５ 千住庁舎の維持管理に関すること(千住保健センター)。 

６ すこやかプラザ あだちの維持管理に関すること（江北保健センター）。 

７ 難病の機器貸与事業等に関すること。 

８ 予防接種に関すること。 

９ 精神保健福祉手帳及び各種医療費助成等の申請受理に関すること。 

10 各種健(検)診に関すること。 

11 健康づくり事業に関すること。 

12 母性、乳幼児の健康診査等に関すること。 

13 畜犬登録関係事務に関すること。 

14 保健センター内他の係に属しないこと。 

医務担当係長（竹の塚保健センター） 

１ 地域保健に関すること。 

２ 保健予防及び公衆衛生に係る医師業務に関すること。 

３ 各種健（検）診に関すること。 

３ エイズ等に関すること。

地域保健係(竹の塚保健センター地域保健第一係、地域保健第二係を含む。) 

１ 地域の実態把握と保健師活動の計画及び評価に関すること。 

２ 地域の組織、機関等との連携及び調整に関すること。 

３ 地域の健康づくり事業に関すること。 

４ 地域の健康経営に関すること。 

５ 健康の保持増進、疾病予防及び重症化予防に関すること。 

６ 精神保健福祉及び難病の保健指導・相談に関すること。 

７ 措置入院者退院後支援に関すること。 

８ 感染症等による健康危機管理に関すること。 
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９ 母子、成人及び高齢者保健の保健指導・相談・グループ支援に関すること。 

10 地域保健活動における団体の育成及びネットワークづくり等ソーシャルキャピタ 

ルの推進に関すること。

11 地域保健活動における調査、研究及び保健師等の人材育成に関すること。 

12 学生実習等に関すること。 

地域保健担当係長 

１ 地域保健の業務に係る保健師の資質向上に関すること。 

２ 地域保健の業務の調整に関すること｡ 

歯科保健担当係長 

１ 歯料保健及び歯科疾患の予防に関すること。 

２ 歯科保健活動における調査及び研究に関すること。 

３ 学校、幼稚園、保育園等との連携による歯科保健活動に関すること。 

４ 地域における関係機関等との連携及び調整に関すること。 

５ 歯科保健活動における団体の育成及びネットワークづくりに関すること。 

６ 歯科疾患実態調査に関すること。 

７ 学生実習等に関すること。 

保健栄養担当係長 

１ 保健栄養及び食育に関すること。 

２ 保健栄養及び食育における調査及び研究に関すること。 

３ 特定給食施設等の指導及び関係団体の育成に関すること。 

４ 食品表示に関すること。 

５ 「食」の環境づくりに関すること。 

６ 食育サポーターの育成及び活動に関すること。 

７ 保健栄養活動における団体の育成及びネットワークづくりに関すること。 

８ 地域における関係機関との連絡調整に関すること。 

９ 学生実習等に関すること。 

江北保健センター移転調整担当係長 

１ 江北保健センターの整備に関すること。 

２ 江北保健センターの事業調整に関すること。 

３ 江北保健センター移転に関すること。 
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４ 施設の概要 

 

（１）足立保健所 （生活衛生課、感染症対策課、中央本町地域・保健総合支援課） 

敷地面積 2,862.08㎡ 

延床面積 4,644.58㎡ 

鉄筋コンクリート造 地下１階・地上４階建 

建築年 昭和６１年 改修 平成２６年 

 

（２）竹の塚保健センター 

敷地面積 6,003.02㎡（共有持分 1,016.17㎡） 

延床面積 2,618.00㎡ 

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下１階地上２７階建の２階部分 

建築年 平成１７年 

 

（３）江北保健センター 

敷地面積 1,772.30㎡（東京都住宅供給公社より無償貸与） 

延床面積 1,563.08㎡ 

鉄筋コンクリート造 地上２階建 

建築年 昭和５８年 

 

（４）千住保健センター 

敷地面積 1,169.03㎡（千住庁舎） 

延床面積 1,617.17㎡（保健センター部分） 

鉄筋コンクリート造 地上４階建の３、４階部分 

建築年 平成１１年 

 

（５）東部保健センター（平成２７年７月２１日に東和３－１２－９から一時移転中） 

敷地面積 1,567.77㎡ 

延床面積  644.22㎡ 

鉄骨造 地上１階 

建築年 平成１９年 

 

（６）精神障がい者自立支援センター 

敷地面積 1,509.35㎡ 

延床面積 1,199.72㎡ 

鉄骨造 地上２階 

建築年 平成２８年 
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（令和６年４月１日現在実人員）
事

務

福

祉

土

木

保

健

監

視

食

品

監

視

医

師

診
療
放

射
線

歯
科
衛

生
士

作
業
療

法
士

検

査

技

術

栄

養

士

保

健

師

環

境

技

能

作

業

再

任

用
(

フ

ル
)

再

任

用

(

短

期

)
会

計

年

度

任

用

232 83 - - 25 16 3 - 8 - 3 8 87 - - 5 24 68

1 1

小　　　計 22 19 - - 2 - - - - - - - 1 - - 0 1 1

課 長 1 1

衛 生 管 理 係 7 7 1

大学病院整備担当係長 2 1 1

計 画 調 整 担 当 係 長 1 1

システム標準化担当係長 2 2

公 害 保 健 係 9 9 1

小　　　計 13 9 - - - - - - 2 - - - 2 - - - 1 6

課 長 -

デ ー タ ヘ ル ス 推 進 係 5 3 2 1
多 世 代 健 康 デ ー タ

連 携 担 当 係 長 3 1 2

健 診 事 業 係 5 5 1 5

小　　　計 10 7 - - - - - - - - - 1 2 - - - 1 2

課 長 1 1

健 康 づ く り 係 4 4 1 1

糖 尿 病 対 策 担 当 係 長 2 1 1
健 康 経 営 ・ 協 創

推 進 担 当 係 長 1 1

こ こ ろ と い の ち 支 援 係 2 1 1 1

小　　　計 20 13 - - - - - - - - - - 7 - - - 3 7

課 長 1 1

保 健 予 防 係 12 12 2 7

妊 産 婦 支 援 係 6 6 1

母子 保健 事業 担当 1 1

166 35 - - 23 16 3 - 6 - 3 7 74 - - 5 15 44

1 1

小　　　計 50 8 - - 23 16 - - - - 3 - - - - 1 6 5

課 長 1 1

庶 務 係 6 5 1 3 4

動物愛護事業担当係長 1 1

受動喫煙防止担当係長 2 1 1

生 活 衛 生 係 8 8 1

食 品 保 健 係 7 7

食品 衛生 担当 係長 2 2

食 品 監 視 係 7 7

医 薬 衛 生 係 10 10

衛 生 試 験 所 5 4 1 1 1

検 査 担 当 係 長 1 1 2

-

保
健
予
防
課

５　職員の配置状況

所　　　長

足立保健所計

生
活
衛
生
課

　　　　　　　　　　　職　種

 所　属

衛
生
管
理
課

合

計

衛 生 部 合 計

部　　　　長

の
健
康
づ
く
り
課

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ

デ
ー

タ
ヘ
ル
ス
推
進
課

受動喫煙対策担当課長
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事

務

福

祉

土

木

保

健
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監

視

医

師

診

療

放

射

線

歯

科

衛

生

士

作

業

療
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士

検

査

技

術

栄

養

士

保

健

師

環

境

技

能

作

業

再

任

用

(

フ

ル

)

再

任

用

(

短

期

)

会

計

年

度

任

用

小　　　計 9 3 - - - - 1 - - - - - 5 - - - 1 4

課 長 0

事 業 調 整 係 3 3 1 1 2

防 疫 係 4 4 2

防 疫 担 当 係 長 1 1 1

感 染 症 対 策 担 当 係 長 1 1

-

小　　　計 25 9 - - - - - - 1 - - 2 13 - - 0 1 7

課 長 1 1

庶 務 係 2 2 1

地 域 保 健 係 10 10 5

地域 保健 担当 係長 1 1

歯科 保健 担当 係長 1 1 1

保健 栄養 担当 係長 2 2 1

精 神 保 健 係 7 6 1

精神 保健 担当 係長 1 1

小　　　計 24 3 - - - - - - 2 - - 2 17 - - 1 2 7

セ ン タ ー 長 1 1
庶 務 係 2 2 1 1

0

地 域 保 健 第 一 係 8 8 1 2

地 域 保 健 第 二 係 8 8 1 2

地域 保健 担当 係長 1 1

歯科 保健 担当 係長 2 2 1

保健 栄養 担当 係長 2 2 1

小　　　計 23 4 - - - - - - 1 - - 1 17 - - 0 1 8

セ ン タ ー 長 1 1

庶 務 係 2 2 1 2

地 域 保 健 係 15 15 4

地域 保健 担当 係長 2 2

歯科 保健 担当 係長 1 1 1

保健 栄養 担当 係長 1 1 1

江北保健センター移
転 調 整 担 当 係 長

1 1

小　　　計 15 2 - - - - - - 1 - - 1 11 - - 1 2 5

セ ン タ ー 長 1 1

庶 務 係 2 2 1 1 1

地 域 保 健 係 9 9 1 2

地域 保健 担当 係長 1 1

歯科 保健 担当 係長 1 1 1

保健 栄養 担当 係長 (1) 1 1 (1) 1

小　　　計 19 6 - - - - - - 1 - - 1 11 - - 0 2 8

セ ン タ ー 長 1 1

庶 務 係 5 5 2 4

地 域 保 健 係 10 10 2

地域 保健 担当 係長 1 1

歯科 保健 担当 係長 (1) 1 (1) 1 1

保健 栄養 担当 係長 (1) 1 (1) 1 1

合

計

千
住
保
健
セ
ン
タ
ー

江
北
保
健
セ
ン
タ
ー

※　合計は再任用（フル）～会計年度任用職員を除く

感
染
症
対
策
課

感染症対策担当課長

東
部
保
健
セ
ン
タ
ー

中
央
本
町
地
域
・
保
健
総
合
支
援
課

竹
の
塚
保
健
セ
ン
タ
ー
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 所　属
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